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はじめに

　貨物自動車運送事業者は、荷主からの依頼のあった荷物を安全、迅速かつ正確に輸送
する使命があります。 その上、国民生活や経済産業活動に欠くことのできないライフラ
インとしての重要な位置づけにあり、極めて公共性の高い事業であるといえます。

　このため、輸送の安全を確保することは、事業者や従業員に課せられた絶対的な条件
であり、社会的責務でもあります。 このため法令を遵守しないと、貨物自動車運送業界
全体の社会的信頼を失墜することとなり、企業の存続はもちろんのこと、事業者にとっ
て重大な影響を与えることとなります。
　
　しかし近年、貨物自動車の関係する重大事故が続発し、国民の貨物自動車運送事業に
対する安全・ 安心の信頼は薄れてきております。 当業界にとっては信頼を回復すること
が喫緊の課題となっております。
　
　このガイドブックでは、適正化巡回指導での全38項目を法令に沿って解説し、事業者
が現場で使用する帳票を挿入し、コピーすることでご利用できる構成になっており、近畿
運輸局京都運輸支局のご協力を得て作成致しました。

　日々の運行管理や安全確保のため、輸送に従事する方々にとって適正な事業運営の
一助としてこのガイドブックを効果的にご活用いただければ幸いと存じます。 

　　令和４年12月　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人京都府トラック協会
                                                         京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関
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適正化機関巡回指導事項　自己診断シート  　　　　　　　　 ２◎
Ｇマーク認定申請条件項目及び巡回指導における重点指導項目　1◎

事業者、運行管理者、乗務員が遵守すべき法令　  　　　　　５◎

【凡例】
　法＝貨物自動車運送事業法
　安全規則＝貨物自動車運送事業輸送安全規則
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※現在、Gマーク制度の見直しが行われており、巡回指導項目における配点等が令和4年7月以降、一部改正されています。
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運行管理者等
指導講習手帳

⑧

乗務員教育記録簿と併せて
保存することが望ましい

タコチャート紙１年／
指導記録３年

半年間に月平均４回以上
雇入れ時

変更の都度
更新

選任期間中
保存

法的な保存義務はなく任意ではあるが、
日報等に準じた扱いが望ましい

出勤簿、運転日報、
タイムカード

・納付

等をⅦ.

を

保険の加入状況がわかる
書類の写しを営業所に保存

保険の加入状況がわかる
書類の写しを営業所に保存
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・貨物自動車運送事業法等より
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Ⅰ

　貨物自動車運送事業者は、守るべきルールが貨物自動車運送事業法で定められています。業務を行うためには、
あらかじめ各々の事業計画等に沿った適正な事業遂行が求められます。事業者は、事業計画が一定の基準を満たし
ていることを条件として許可を受けた者です。また事業を経営していく過程において、所用の手続きが必要とされま
す。まず、許可の基準等を紹介し、様々な手続きについて説明致します。
【許可基準】
　①事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するために適切なものであること。
　②その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
　③その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

1 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

2 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
営業所
　①使用権限を有すること
　　自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が２年以上の賃貸契約により使用権限を有するもの

とする。賃貸借の期間が概ね２年に満たない場合、契約満了時に自動的に更新される場合に限り使用権限を有す
るものとみなされる。

　②都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
　　都市計画法等関係法令（農地法、建築基準法等）については宣誓書の添付が必要。
　③規模が適切であること

３ 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
自動車車庫
　①原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、平成３年６月25日運輸省告示第340号に適

合すること。
　　　営業所と車庫との直線距離（併設出来ない場合）
　　　10ｋｍ：京都市　宇治市　城陽市　京田辺市　向日市　長岡京市　八幡市　乙訓郡　久世郡
　　　それ以外の市町村は、５km
　②車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両すべてを収容できるものであること。
　③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
　④使用権限を有するものであること。
　⑤都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
　⑥前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

4 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。

5 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
休憩・睡眠施設
　①原則として営業所又は車庫に併設するものであること。
　②乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、睡眠施設が必要な場合は少なくとも同時睡眠者一人当

たり 2.5m2以上の広さを有するものであること。
　③使用権限を有するものであること。
　④都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

6 届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)(本社巡回に限る）
事業者の氏名、名称、住所又は社員に変更があった場合は届出が必要です。
　①事業者の氏名、名称、住所の変更……変更の都度遅滞なく提出。
　②代表権を有しない役員又は社員の変更（前年７月１日～６月30日の期間）の変更は毎年７月31日までに提出。
　③役員又は社員の変更の際に新たに役員に選任された場合は関係法令の欠格事由に該当しない旨の宣誓書の添付

が必要です。
　④書類の提出先は事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸支局になります。
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●次の者は、運転者として選任してはな
らない。
　・日々雇い入れられる者
　・2月以内の期間を定めて使用される者
　・試用期間中の者

ポイント

1. 運転者の選任

●運行管理者を選任又は解任したときは、
遅滞なく（遅くとも１週間以内）その
旨を国土交通大臣に届けなければなら
ない。

ポイント

2. 運行管理者の選任 3. 整備管理者の職務と権限

車の点検整備の管理

運行管理者に
求められること

誠意ある
業務態度

強い指導力

法令に精通

事故の防止
自動車の効率運用

自動車の構造や
貨物の積載方法、
乗務員の健康管理
に精通

気象条件と
自動車の
走行上の
知識に
精通

運転者を営業マンとして指導教育していく

適切な
運転者数

業務に
必要な
運転者を
常時選任

点検整備記録簿の管理

車庫の管理 整備に関して指導・監督
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帳票類の整備、報告等Ⅱ

　貨物自動車運送事業者は事業用自動車に係る事故が発生した場合は、必要事項（下記事項）を記載した事故記録
を作成し、事業用自動車を管理する営業所において３年間保存しなければなりません。 

1 事故記録が適正に記録され、 保存されているか。7 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。

8 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

名義貸し行為の判断基準
①雇用関係
・運転者との雇用（派遣）契約が締結されていない。
・運転者について、 固定給又は保障給等一定の保障された給与の支払いがない。
・運転者について、 社会保険料及び雇用保険料控除や源泉徴収が行われていない。
・就業規則が定められていない。
（就業規則は、従業員が1０人以上の事業所については、所轄の労働基準監督署へ届出義務がある。）
②経理処理関係
・乗務における運賃・料金収入の全額が、事業者収入に計上されていない。
・許可事業者の支出の一部が運転者の事業所得と思われる支払いに充てられている。
・車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に必要な経費を事業者が負担していない。

③運行管理関係
・乗務割りが作成されておらず、 適切な勤務及び乗務管理が行われていない。
・運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、 点呼内容が適切に記録されていない。
・運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない。

④車両管理関係
・事業用自動車等の事業施設の管理（保管）を許可事業者が行っていない。
・事業用自動車の定期点検等を行っていない。
・事業用自動車の車両購入（リース）を許可事業者が行っていない。

⑤事故処理関係
・事故発生後の交渉を許可事業者が行っていない。
・事故の損害賠償を許可事業者が行っていない。

以上の項目が、 名義貸し行為に該当する可能性を推認させる要素です。
実際にはこれらの行為を総合して判断されます。 
　

　貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、 貨物自動車運送事業法に基づき、 国土交通大臣の許可を受けなけ
ればなりません。
　いわゆる 「名義貸し行為」 は、  運送事業者の責務を実質的に第三者に負わせる行為であり、 貨物自動車運送事業
法の許可制の趣旨に反することから、貨物自動車運送事業法第27条により禁止されています。以下、名義貸し行為
の判断基準であります。

○主な記載項目
①乗務員の氏名
②事業用自動車登録番号、当該事業用自動車を識別できる表示
③事故の発生日時
④事故の発生場所
⑤事故の当事者の氏名（乗務員を除く）
⑥事故の概要（当時の状況、事故の種類、道路等の状況、当時の運行計画、損害の程度を含む）
⑦事故の原因
⑧再発防止策

○作成時期：事故発生後３０日以内

○記録の保存期間：事故発生後３年間

○事故記録薄例

○事故の初期対応
①けが人の救護、救急車の手配
②二重事故の防止
③警察へ連絡　⑴事故発生の日時・場所　⑵死傷者数・負傷の程度　
　　　　　　　⑶物損状況

④相手を確認
⑤事故状況と目撃者の確認
⑥会社へ連絡

事業計画等Ⅰ
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帳票類の整備、報告等Ⅱ

　貨物自動車運送事業者は事業用自動車に係る事故が発生した場合は、必要事項（下記事項）を記載した事故記録
を作成し、事業用自動車を管理する営業所において３年間保存しなければなりません。 

1 事故記録が適正に記録され、 保存されているか。7 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。
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・就業規則が定められていない。
（就業規則は、従業員が1０人以上の事業所については、所轄の労働基準監督署へ届出義務がある。）
②経理処理関係
・乗務における運賃・料金収入の全額が、事業者収入に計上されていない。
・許可事業者の支出の一部が運転者の事業所得と思われる支払いに充てられている。
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・乗務割りが作成されておらず、 適切な勤務及び乗務管理が行われていない。
・運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、 点呼内容が適切に記録されていない。
・運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない。

④車両管理関係
・事業用自動車等の事業施設の管理（保管）を許可事業者が行っていない。
・事業用自動車の定期点検等を行っていない。
・事業用自動車の車両購入（リース）を許可事業者が行っていない。
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　貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、 貨物自動車運送事業法に基づき、 国土交通大臣の許可を受けなけ
ればなりません。
　いわゆる 「名義貸し行為」 は、  運送事業者の責務を実質的に第三者に負わせる行為であり、 貨物自動車運送事業
法の許可制の趣旨に反することから、貨物自動車運送事業法第27条により禁止されています。以下、名義貸し行為
の判断基準であります。

○主な記載項目
①乗務員の氏名
②事業用自動車登録番号、当該事業用自動車を識別できる表示
③事故の発生日時
④事故の発生場所
⑤事故の当事者の氏名（乗務員を除く）
⑥事故の概要（当時の状況、事故の種類、道路等の状況、当時の運行計画、損害の程度を含む）
⑦事故の原因
⑧再発防止策

○作成時期：事故発生後３０日以内

○記録の保存期間：事故発生後３年間

○事故記録薄例

○事故の初期対応
①けが人の救護、救急車の手配
②二重事故の防止
③警察へ連絡　⑴事故発生の日時・場所　⑵死傷者数・負傷の程度　
　　　　　　　⑶物損状況

④相手を確認
⑤事故状況と目撃者の確認
⑥会社へ連絡

事業計画等Ⅰ
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2 自動車事故報告書を提出しているか。

　貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に下記の事故があった場合、３0日以内に事故の種類、原因
その他必要な事項を自動車事故報告書に記載し、３通を運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出する必
要があります。

○報告期限：30日以内

①-１ 転覆：自動車が道路上において路面と35度以上傾斜した場合。
①-２ 転落：自動車が完全に道路外に転落した場合でその落差が0.5メートル以上の場合。
①-３ 火災を起こしたもの：自動車又はその積載する物品が火災を起こした場合。
①-４ 鉄道車両（軌道車両を含む。）と衝突し、若しくは接触した場合。
②10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
③-１ 死者を生じた場合：自動車の関係する事故で、事故発生後２４時間以内に死亡したものをいう。
③-２ 重傷者を生じた場合：自動車の関係する事故で、自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号又は第３号に掲げ

る傷害（14日以上病院に入院する傷害等）を受けた者をいう。
④10人以上の負傷者を生じたもの
⑤自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
　イ．消防法第２条第７項に規定する危険物
　口．火薬類取締法第２条第１項に規定する火薬類
　八．高圧ガス保安法第２条に規定する高圧ガス
　二．原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
　ホ．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第２条第２項に規定する放射性同位元素及びそれに

よって汚染された物
　へ．シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第２に掲げる毒物又は劇物
　ト．道路運送車両の保安基準第47条第１項第３号に規定する品名の可燃物
⑥自動車に積載されたコンテナが落下したもの
⑦操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第５条
第４号に掲げる傷害が生じたもの

⑧酒気帯び運転（道路交通法第65条第１項に違反の行為）、無免許運転（道交法第64条に違反の行為）、大型自動
車等無資格運転（同法第85条第５項から第９項までに違反の行為）又は麻薬等運転（道交法第117条の２第３号
の罪に当たる行為）を伴うもの

⑨運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
⑩救護義務違反（道路交通法第117条に当たる行為をいう）があったもの
⑪自動車の装置（道路運送車両法第41条各号に掲げる装置）の故障により、自動車が運行できなくなったもの
⑫車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。）
⑬橋脚、架線その他の鉄道施設（軌道施設を含む）を損傷し、３時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させた
もの
⑭高速自動車国道又は自動車専用道路において、３時間以上自動車の通行を禁止させたもの
⑮前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示
したもの

【提出義務がある事故の種類】

※以下に挙げるものは事故報告の中でも緊急連絡が必要な事故です。
○速報期限：24時間以内
【事故速報】　事故速報を行う事故の種類。
１．２名以上の死者を生じた事故
２．５名以上の重傷者を生じた事故
３．10名以上の負傷者（重傷、軽傷を問わない）を生じた事故
４．自動車に積載された危険物が漏洩したもの（自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物

件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。）
５．酒気帯び運転による事故
６．報道機関による報道又はそのための取材があった場合及び社会的影響が大きいと認められる場合

○報告事項：　　①事業者名 ②発生日時 ③発生場所 ④事故車の登録番号
　　　　　　　　⑤死者及び重傷者数及び負傷者数（危険物等の種類・積載量・漏えいの状況） ⑥事故概要
　　　　　　　　⑦情報入手先　　⑧その他事項 ⑨緊急連絡担当者名及び連絡先

【緊急連絡・報告書提出先】京都運輸支局（整備部門）　ＴＥＬ０７５－６８１－９７６４ Ｆａｘ０７５－６８１－１８５０

帳票類の整備、報告等Ⅱ 帳票類の整備、報告等Ⅱ
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2 自動車事故報告書を提出しているか。
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その他必要な事項を自動車事故報告書に記載し、３通を運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出する必
要があります。
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※以下に挙げるものは事故報告の中でも緊急連絡が必要な事故です。
○速報期限：24時間以内
【事故速報】　事故速報を行う事故の種類。
１．２名以上の死者を生じた事故
２．５名以上の重傷者を生じた事故
３．10名以上の負傷者（重傷、軽傷を問わない）を生じた事故
４．自動車に積載された危険物が漏洩したもの（自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物

件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。）
５．酒気帯び運転による事故
６．報道機関による報道又はそのための取材があった場合及び社会的影響が大きいと認められる場合

○報告事項：　　①事業者名 ②発生日時 ③発生場所 ④事故車の登録番号
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帳票類の整備、報告等Ⅱ 帳票類の整備、報告等Ⅱ

３ 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。

　一般貨物運送事業者等は、運転者ごとに、運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなけ
ればなりません。

○記載事項
①作成番号及び作成年月日
②事業者の氏名又は名称
③運転者の氏名、生年月日及び住所
④雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
⑤道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
　イ． 運転免許証の番号及び有効期限
　口． 運転免許の年月日及び種類
　八． 運転免許に条件が付されている場合は当該条件
⑥事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
　※「事故を引き起こした場合」とは、第一当事者をいい、第二当事者は記入する必要はない。
　　記載項目：事故の発生日時、発生場所、事故の概要
⑦運転者の健康状態
⑧運行の安全の確保のために遵守すべき事項に関する特別な指導及び適性診断の受診状況
⑨運転者台帳の作成前６ケ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
※⑧に該当する方は事故惹起者、運転者として新たに雇い入れた者、高齢者（65歳以上）をいいます。

○保存期間
　運転者が、転任、退職等の理由で運転者では無くなった日から３年間。
○台帳記載の運転者の範囲：正社員、短時間（パート・アルバイト）、出向・派遣社員
○運転者台帳記載項目（例）黄色表示は記載事項

15 16

○近畿運輸局WEBサイトの「トラック事業者用事故速報フォーム」も参照してください。
　https://www1.mlit.go.jp/cgi-bin-tb/form.cgi?form.template=kk_form_truck.html
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○台帳記載の運転者の範囲：正社員、短時間（パート・アルバイト）、出向・派遣社員
○運転者台帳記載項目（例）黄色表示は記載事項
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○近畿運輸局WEBサイトの「トラック事業者用事故速報フォーム」も参照してください。
　https://www1.mlit.go.jp/cgi-bin-tb/form.cgi?form.template=kk_form_truck.html
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５ 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る）

　貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業報告規則により２種類の報告書を提出をしなければなりません。

○事業報告書
毎事業年度での営業活動報告をするもので各社決算時期により提出期限が異なります。

　以下、報告書類により構成されます。
①事業概況報告書
②一般貨物自動車運送事業損益明細表
③一般貨物自動車運送事業人件費明細表
④損益計算書（※）
⑤貸借対照表（※）
を所定の様式に記入し、提出しなくてはいけません。
（※）損益計算書、貸借対照表は独自に作成したものでよい。

○事業実績報告書
　前年４月１日から本年３月３1日までの１年間の輸送実績を報告するものです。
　以下、記入方法については下記の通りです。
①延実在車両数 車両数×365日（うるう年は366日）
　※年途中の増減車両はその在籍日数を加算する。
　※営業所が複数ある場合はその所在地の運輸局ごとに記入して下さい。
②延実働車両数 車両の稼働日数を合計する。
③走行キロ 前年４月１日から本年３月31日までの１年間の自車車両の総走行キロ数
④実車キロ 実際に荷物を積載して走行したキロ数（フェリー移動を除く）
⑤輸送トン数
　実運送…自車車両で輸送した取扱トン数（霊柩は体数を記入）
　利用運送…協力会社等（傭車）による取扱トン数
⑥営業収入 実運送と利用運送の合算による売上額

○事業実績報告書については事業内容及び事故件数について忘れずに記入して下さい。

○提出期限
　【事 業 報 告 書】 決算後100日以内
　【事業実績報告書】 決算期にかかわらず毎年７月10日まで

（記入例は次ページを参照）

４ 車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。

　車両台帳は、所属車両の諸元や点検整備の記録などを車両ごとに記載してこれを当該営業所に保管し、各車両の
状況の把握及び保守管理上の資料として必要です。また車両台帳の代わりに自動車検査証と自賠責保険証明書の写
しを綴じて保管しても結構です。
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付

帳票類の整備、報告等Ⅱ
Ⅲ

　貨物自動車運送事業者等は、運行管理者が的確かつ円滑に事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行
うために、運行管理者の職務や権限に係る組織、職務及び選任方法等並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関
する業務の処理基準等を定めた運行管理規程を作成しなければなりません。
　運行管理規程の作成にあたっては、少なくとも運行管理者及び統括運行管理者が当該業務を行うに足りる権限を
規定し、個々の事業者が自社の実態を十分考慮して、実施すべき業務等を加え、運行管理の実施に支障が生じない
ようにしなければなりません。

　貨物自動車運送事業者等は、貨物の安全確実な輸送について万全を期するため営業所ごとに定められた人数以上
の運行管理者を選任し、その業務を遂行させることが義務付けられています。また、管理者の選任等をした場合に
は、選任届を提出しなければなりません。
　更に選任運行管理者は、運行管理に関する知識の維持に努めるとともに、関係法令の改正を熟知する為、研修が
義務付けられています。

1 運行管理規程が定められているか。

2 運行管理者が選任され、届出されているか。

3 運行管理者に所定の研修を受けさせているか。

①運行管理者の資格
　運行管理者として選任できる者は、国土交通大臣から運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければな
りません。
　この運行管理者資格者証は、運行管理者試験に合格した者、または運行の安全の確保に関する業務について一
定の実務経験その他の要件を備える者（※）について申請により交付されます。
（※）一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行管理に関し５年以上の経験を有し、その間に運行管理者

基礎講習を受講後、一般講習を４回以上受講した者。(一般講習と基礎講習の同一年度受講は、認められない）
②運行管理者選任者数

③統括運行管理者
　複数の運行管理者を選任している営業所では、その責任が分散しないように、また、運行管理業務が統一された
方針で処理、遂行されるよう運行管理業務の全般を統括する運行管理者を定める旨を運行管理規程により明確に
しておかなければなりません。

事業用自動車の数（被牽引車を除く）
２９両まで
３０両～５９両まで 
６０両～８９両まで 
９０両～１１９両まで
１２０両～１４９両まで
１５０両～１７９両まで
１８０両～２０９両まで

運行管理者数
１人以上
２人以上
３人以上
４人以上
５人以上
６人以上
７人以上
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　⑦運行管理者補助者制度

○補助者の兼務について
　　補助者に選任されている営業所の補助業務に支障を生じない場合に限り、同一事業者の他営業所補助者を兼務でき
る。ただし、運行管理規程に規定しておく必要がある。

　※運行管理者は、他営業所の補助者にはなれない。
○補助者の選任
　１．運行管理者の業務を補助させるための者（「補助者」という。）を選任することができる。
　　【要件】　①運行管理者資格者証を取得している者
　　　　　　②自動車事故対策機構等国交省認定機関が実施する基礎講習を修了した者
　２．補助者を選任する必要がある場合には、補助者の選任方法、補助者の職務等について事業者が定める運行管理規

程に明記すること。
　３．補助者の選任数は運行管理の業務量を十分考慮した数であること。
　※平成7年3月31日以前に基礎講習を受講している者を、運行管理補助者に選任することはできない。
○運行管理者、補助者の業務範囲
　１．当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき回数の少なくとも３分の１以上でな

ければならない。但し補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において補助者の範囲は
限定される。

　④運行管理者の選任（解任）の届出
　　　　運行管理者を選任又は解任したとき（当該営業所の運行管理者でなくなったとき）は、届出事由の発生後遅滞なく

１週間以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届出書を提出しなければなりません。
　○選任運行管理者は、他の営業所の運行管理者又は補助者を兼務することはできません。
　⑤基礎講習の受講義務（平成24年４月通達改正）

　　　　平成２４年４月以降、新たに選任した運行管理者であって基礎講習の受講履歴がない者に対し、基礎講習を受講さ
せて下さい。また他事業者から転職された運行管理者を選任した場合、基礎講習の受講履歴がなければ、受講させて
下さい。

　⑥運行管理者の研修：２年に１回受講義務
　　　　運行管理者に選任された者は、選任された年度内に選任後講習（一般講習）を受講し、その後2年ごとに講習を受

講しなければなりません。

○運行管理者講習修了証明：この証明は、写しを事業所で保存して下さい。

○運行管理者選任（解任）届

　１人の運行管理者が毎日営業所に２４時間勤務していることが現実的に不可能であるため、営業所内で一定の能力
を有するものを補助者としてあらかじめ選任し、運行管理者の指揮監督の下、営業所における運行管理が完全に実
施される必要があります。
　補助者が運行管理を行うに当たっては、運行管理者が実施すべき運行管理業務のうち補助的な行為については運
行管理者の指示の下、補助者に実施させることができる一方、輸送の安全の確保のために重要な行為については運
行管理者自らが実施しなければなりません。

　２．補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。ただし、点呼に関する業務に
ついては、その一部を補助者が行うことができる。

　３．補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導・監督のもと実施。但し酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足で運行不可
や無免許・大型車無資格運転など確認された場合、運行管理者に報告、指示を仰ぎ、その結果を運転者に対し指示
を行わなければならない。

●事業者は、運行管理者に対して、安全規則に規定されている運行管理者の業務の
適確な処理及び自社で定めた運行管理規程の遵守について、適切な指導及び監督
を行わなければならない。

●事業者は、運行管理者に研修を受けさせなければならない。　（2年に1回）

ポイント 事業者と運行管理者の役割

運行管理者の講習
　運行管理者の講習は、国土交通省告示第1402号で認定された講習機関で行われます。
講習とその対象者については、次のとおりです。

基礎講習

一般講習

特別講習

名　称 対　　　象

運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする者
（平成24年４月16日以降、新たに運行管理者を選任した事業者は、基礎講習受講履歴がない者
に対し、基礎講習を受講させなければなりません）

既に運行管理者として選任されている者
（運輸支局長等からの受講通知がなくなりました）

次のいずれかに掲げる場合において、当該事故又は違反について相当の責任を有する運行管理者
⑴自動車事故報告規則第2条第2号に掲げる事故を引き起こした場合
⑵貨物自動車運送事業法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに
　基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反した場合

研修

運行管理に関する知識
能力の維持に努める

運送事業に係る法令の
改正などを熟知している
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条より
①貨物自動車運送事業者は、業務に必要な運転者を常時選任しておかなければなりません。
 　（選任された者以外に、事業用自動車を運転させてはなりません。）

②以下の方は、運転者として選任してはなりません。
 （１） 日々雇い入れられる者
 （２） ２か月以内の期間を定めて使用される者
 （３） 試用期間中の者（14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。） 

　運送事業は、顧客の利益の保護を目的とした許可事業であり、常に安定した輸送業務を提供できなければなりま
せん。 そのためには、許可された事業計画が円滑に遂行できるよう、また許可された車両数がいつでも稼動できるよ
う、常時選任された運転者との雇用関係が安定的に確立していなければなりません。
 以下、運転者の選任についての要件をご紹介します。

5 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、
休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。

　事業用自動車の運転者の労働時間その他の労働条件は、それらが交通事故の要因となる場合が多いため、事故防
止対策の一環として労働省告示『自動車運転者の労働時間の改善のための基準』が定められています。
　また、過労運転による過重労働を防止し、労働時間等の労働条件を改善するためには、貨物自動車運送事業者の
みならず、荷主の皆様のご理解、ご協力が不可欠となりますので以下について周知方お願い致します。  以下その概
要です。 

○酒気を帯びて乗務しない。
○過積載をした車両に乗務しない。
○偏荷重が生じないように積載するとともに、
荷崩れ等を防止するためロープやシート掛け
等の措置をとる。

○踏切内で運行不能となったときは、速やかに
列車に対して適切な防護措置をとる。 

運転者が遵守すべき事項
○酒気を帯びた状態にあるときは申し出ること。
○疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全
な運転ができないおそれがあるときは申し出
る。

○日常点検を実施し、またはその確認をする。
○乗務の開始前及び乗務終了時には点呼を受け、
　報告をする。
○乗務終了後に他の運転者と交替するときは、
自動車、道路、運行の状況について通告する。

※他の運転者と交替して乗務するときは、上記
の通告を受け、ハンドルやブレーキ等の重要
な装置の機能を点検する。

○乗務を行った内容を記録する。
○運行指示書が必要な場合は携行する。
○踏切を通過するときは変速装置を操作しない。

《重点指導項目》

拘束時間

休息期間

運転時間

連続運転時間

休日労働

労働時間の取り扱い

休日の取り扱い

適用除外

最大連続運行（※）

　現在、「働き方改革関連法」施行に伴い、令和６年（2024年）４月施行に向けて、自動車運転者の改善基準告示につい
ても見直しが行われています。

休息期間の
特例

２人乗務の
特例

隔日勤務の
特例

フェリーに乗船
する場合の特例

拘
束
時
間
・
休
息
期
間
の
特
例

（※貨物自動車運送事業輸送安全規則 第３条第4項、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」による）

改善基準告示の概要　（平成9年4月1日施行　平成27年8月12日一部改正） 

１か月２９３時間 
（労使協定があるときは、１年のうち６ヵ月までは、１年間についての拘束時間が3,516
時間を超えない範囲内において３２０時間まで延長可）
１日原則13時間     最大16時間（15時間超えは１週２回以内）

継続８時間以上
運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努める
こと。 

２暦日  21時間
２週間で３回までは24時間が可能（夜間４時間以上の仮眠が必要）。ただし、２週間で
総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。

業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分のあいだ１回４時間以上の分割休息
で合計10時間以上でも可。（一定期間における全勤務回数の１／２が限度）

１日  20時間 　２人乗務（ベッド付）の場合、最大拘束時間は１日20時間まで延長で
き、休息期間は４時間まで短縮できる。 

勤務の途中においてフェリーに乗船した場合については、乗船時間は原則として
休息期間

２日平均で１日当たり９時間
２週平均で１週間当たり４４時間 
４時間以内（運転の中断には、１回連続1０分以上、かつ、合計３０分以上の運転離脱
が必要）

２週間に１回以内、かつ、１か月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。

労働時間は拘束時間から休憩時間（仮眠時間を含む）を差し引いたもの。事業場
以外の休憩時間は仮眠時間を除き３時間以内。

休日は休息期間に24時間を加算した時間。 いかなる場合であっても30時間を
下回ってはならない。

緊急輸送・ 危険物輸送等の業務については労働省労働基準局長の定めにより適
用除外。

「一の運行」における最初の勤務から最後の勤務までの時間は、144時間以内
（上記、フェリーに乗船した場合における休息期間を除く）

安全な運転が
できない時は
申し出る

日常点検の実施 点呼と報告 交替時の引き継ぎ
をしっかりと

踏切を通過する運行指示書が 乗務の記録　 交替後の　
 車両点検 必要な場合は 時はギアチェンジ

しないそれを携行
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1 労働時間・拘束時間・休息期間の意義

◆労働時間等の意義◆

終業

始業

終業

始業

休息期間

拘束時間

休息期間

休憩時間（仮眠時間を含む）

労働時間

時間外労働時間
休日労働時間を
含む

作業時間（運転・整備等・荷扱い）

手待ち時間（荷待ち等）

労働時間

休息期間

拘束時間 始業時刻から終業時刻までの時間。労働時間と休憩時間（仮眠時間を含む）の合計時間。

作業時間、手待ち時間（荷物の積込みのために待機している時間等）も含まれる。また、時間
外労働時間（残業）や休日労働時間（休日出勤）も含まれる。
勤務と次の勤務との間の時間。睡眠時間を含め、全く自由な時間。

……

……

……

休息期間

　１日の休息期間は、原則として、８時間以上の連続した時間が１休息とされています。（休息期間の例外的な取扱い
については29頁参照）。

◆休息期間の原則◆

具体例　１か月の拘束時間 （拘束時間を延長する労使協定がある場合）

320時間

293時間
（原則）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

265
時間

320
時間

293
時間

305
時間

265
時間

265
時間

320
時間

305
時間

305
時間

275
時間

305
時間

293
時間

※　　は293時間を超える月（１年間3,516時間以内）

具体例　１日の拘束時間と休息期間

※この場合、翌日の始業時間が7：00とすると拘束時間が16時間＋1時間＝17時間
となり、改善基準告示違反となりますので注意してください。

拘束時間13時間　〇

拘束時間16時間　〇

拘束時間17時間　×

拘束時間16時間　〇

拘束時間17時間　×

１日（始業から24時間）

始業 終業

8：00 21：00 1：00 7：00 9：00
24：00

8：00

※

休息期間11時間　〇

休息期間8時間　〇

休息期間8時間　〇

休息期間7時間　×

休息期間7時間　×

〇

〇

×

×

×

休息期間 原　則 勤務終了後、
継続８時間以上

１日（始業から24時間）
＝拘束時間（16時間以内）＋休息期間（8時間以上）

※自宅での休息期間を長く
運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるよう努めてください。
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1 労働時間・拘束時間・休息期間の意義
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……

……

……
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320時間

293時間
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

265
時間

320
時間

293
時間

305
時間

265
時間

265
時間

320
時間

305
時間

305
時間

275
時間

305
時間

293
時間

※　　は293時間を超える月（１年間3,516時間以内）
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24：00

8：00

※
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休息期間8時間　〇
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休息期間7時間　×
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〇

〇

×

×

×

休息期間 原　則 勤務終了後、
継続８時間以上

１日（始業から24時間）
＝拘束時間（16時間以内）＋休息期間（8時間以上）

※自宅での休息期間を長く
運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるよう努めてください。
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１週間における１日の拘束時間の延長回数の限度

　１日の拘束時間の原則13時間をさらに延長する場合であっても、15時間を超える回数は、１週間につ
き２回と限度が定められています。裏返して言えば、休息期間が９時間未満となる回数も、１週間につき２
回が限度ということになります。

具体例　改善基準を満たしている例

2

①始業8：00　～　終業24：00

④
⑤

1回目16時間

１日
（始業から24時間） 時　間　帯

１日の
拘束時間

15時間超
の回数

月曜の始業8：00
から24時間

火曜の始業8：00
から24時間

水曜の始業8：00
から24時間

木曜の始業6：00
から24時間

金曜の始業8：00
から24時間

16時間②始業8：00　～　終業24：00

③始業8：00　～　終業21：00
④始業翌6：00　～　8：00

始業6：00　～　終業21：00

⑥始業8：00　～　終業24：00

③＋④
15時間

15時間

13時間

2回目

ー

ー

ー

１週間で、１日の拘束時間が15時間を超えて
いる回数は２回なので、改善基準を満たす。

１か月の拘束時間の
チェック方法

１か月間の各勤務の拘束時間（始業時刻から
終業時刻まで）をそのまま合計する

●１か月の拘束時間

具体例　

日 曜日 始業・終業時刻 拘束時間

８/１

２

…

31

… …
…

…
…

始業8：00　～　終業21：00

始業6：00　～　終業22：00

13時間

16時間

Ｎ時間１か月の拘束時間の合計

月

火

水

１か月間の各勤務の拘束時間の合計Ｎ時間が、
改善基準による拘束時間の限度（原則293時
間）を超えないようにする。

拘束
時間

１日の拘束時間の
チェック方法

始業時刻から起算した24時間の中に、拘束
時間が何時間あるかをチェックする

●１日の拘束時間

月 火 水
8：00
始業

21：00
終業

0：00

22：00
終業

拘束時間（13） 休息期間（9） 拘束時間（16）

6：00
始業

8：00

①　24時間

②　24時間

この２時間が、前日（月曜日）の13時間の拘束時間の続きとしてカウントされると
同時に、火曜日の６時から始まる拘束時間にもカウントされる（ダブルカウント）。

【注】１日の拘束時間のカウントに注意
１日の拘束時間の計算は、24時間の中に拘束時間が何時間あるかをカウントします。
始業時から24時間以内に次の始業がくる場合には、その次の始業から拘束時間は、
前の拘束時間にもカウントされます（ダブルカウント）。

休息期間（8）

0：00

6：00
始業

具体例　

（単位：時間）

休　日

休息（８）

休息（８）

休息（９）

休 息

0：00 8：00 24：00
①拘束時間（16）

②拘束時間（16）

③拘束時間（13）

④（2）

⑥拘束時間（13）

月

火

水

木

金

休　日

休　日

土

日

⑤拘束時間（13）
6：00 8：00

休息

休息

休日

21：00

21：00

21：00

8：00

8：00

8：00

24：00

0：00 24：00

0：00 24：00

（単位：時間）

27 28
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⑤
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１日の
拘束時間

15時間超
の回数

月曜の始業8：00
から24時間

火曜の始業8：00
から24時間

水曜の始業8：00
から24時間

木曜の始業6：00
から24時間

金曜の始業8：00
から24時間

16時間②始業8：00　～　終業24：00
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④始業翌6：00　～　8：00

始業6：00　～　終業21：00

⑥始業8：00　～　終業24：00

③＋④
15時間

15時間

13時間

2回目

ー

ー

ー

１週間で、１日の拘束時間が15時間を超えて
いる回数は２回なので、改善基準を満たす。

１か月の拘束時間の
チェック方法

１か月間の各勤務の拘束時間（始業時刻から
終業時刻まで）をそのまま合計する

●１か月の拘束時間

具体例　

日 曜日 始業・終業時刻 拘束時間

８/１

２

…

31

… …
…

…
…

始業8：00　～　終業21：00

始業6：00　～　終業22：00

13時間

16時間

Ｎ時間１か月の拘束時間の合計

月

火

水

１か月間の各勤務の拘束時間の合計Ｎ時間が、
改善基準による拘束時間の限度（原則293時
間）を超えないようにする。

拘束
時間

１日の拘束時間の
チェック方法

始業時刻から起算した24時間の中に、拘束
時間が何時間あるかをチェックする

●１日の拘束時間

月 火 水
8：00
始業

21：00
終業

0：00

22：00
終業

拘束時間（13） 休息期間（9） 拘束時間（16）

6：00
始業

8：00

①　24時間

②　24時間

この２時間が、前日（月曜日）の13時間の拘束時間の続きとしてカウントされると
同時に、火曜日の６時から始まる拘束時間にもカウントされる（ダブルカウント）。

【注】１日の拘束時間のカウントに注意
１日の拘束時間の計算は、24時間の中に拘束時間が何時間あるかをカウントします。
始業時から24時間以内に次の始業がくる場合には、その次の始業から拘束時間は、
前の拘束時間にもカウントされます（ダブルカウント）。

休息期間（8）

0：00

6：00
始業

具体例　

（単位：時間）

休　日

休息（８）

休息（８）

休息（９）

休 息

0：00 8：00 24：00
①拘束時間（16）

②拘束時間（16）

③拘束時間（13）

④（2）

⑥拘束時間（13）

月

火

水

木

金

休　日

休　日

土

日

⑤拘束時間（13）
6：00 8：00

休息

休息

休日

21：00

21：00

21：00

8：00

8：00

8：00

24：00

0：00 24：00

0：00 24：00

（単位：時間）
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拘束時間・休息期間の特例

休息期間の分割

　交通渋滞や荷主の都合など業務の必要上、連続８時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
には、一定の要件の下で休息期間を分割して与えることが認められています。

具体例①　改善基準を満たさない例

２

◆分割休息の特例と要件◆

拘束時間の途中、拘束時間の経過直後に休息期間を分割し
て与えることができる

勤務終了後
連続８時間以上

①分割休息の回数

②休息期間の長さ

一定期間（原則２週間から４週間程度）の全
勤務回数の２分の１が限度

１日１回当たり連続４時間以上、合計10時
間以上

原　則 特　例

集配

8：00 12：00

休憩

13：00 18：00 21：00 1：00 8：00

集配・積込み 休憩 長距離運行・荷卸し 休息期間

４時間 1時間 ５時間 ３時間 ４時間 ７時間

始業から24時間

拘束時間17時間 休息期間７時間

具体例②　改善基準を満たす例

集配

8：00 12：00

休憩

13：00 18：00 22：00 2：00 8：00

集配・積込み 休息期間 長距離運行・
荷卸し 休息期間

４時間 1時間 ５時間 ４時間 ４時間 ６時間

始業から24時間

拘束時間10時間 休息期間６時間
休息期間
４時間

拘束時間
４時間

拘束時間の合計14時間 休息期間の合計10時間

【具体例①、②】
継続４時間に満たないときは「休憩」になる

１回の休息期間の長さが継続して４時間に満たない場合は、休息期間として扱われず、「休憩」にすぎません。休憩
時間は拘束時間に含まれます。
具体例①は、始業８時から午前１時までの間、継続して休める時間が３時間しかないため、休憩時間と取り扱われ、
この17時間全体が拘束時間となり、最大拘束時間16時間を超えてしまいます。
また、休息期間の合計が10時間に満たないので、このような分割休息は認められません。
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勤務終了後
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一定期間（原則２週間から４週間程度）の全
勤務回数の２分の１が限度

１日１回当たり連続４時間以上、合計10時
間以上

原　則 特　例

集配

8：00 12：00

休憩

13：00 18：00 21：00 1：00 8：00

集配・積込み 休憩 長距離運行・荷卸し 休息期間

４時間 1時間 ５時間 ３時間 ４時間 ７時間

始業から24時間

拘束時間17時間 休息期間７時間

具体例②　改善基準を満たす例

集配

8：00 12：00
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13：00 18：00 22：00 2：00 8：00

集配・積込み 休息期間 長距離運行・
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４時間 1時間 ５時間 ４時間 ４時間 ６時間

始業から24時間

拘束時間10時間 休息期間６時間
休息期間
４時間

拘束時間
４時間

拘束時間の合計14時間 休息期間の合計10時間

【具体例①、②】
継続４時間に満たないときは「休憩」になる

１回の休息期間の長さが継続して４時間に満たない場合は、休息期間として扱われず、「休憩」にすぎません。休憩
時間は拘束時間に含まれます。
具体例①は、始業８時から午前１時までの間、継続して休める時間が３時間しかないため、休憩時間と取り扱われ、
この17時間全体が拘束時間となり、最大拘束時間16時間を超えてしまいます。
また、休息期間の合計が10時間に満たないので、このような分割休息は認められません。
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１日当たりの運転時間の計算方法

　１日の運転時間は、２日（始業時刻から48時間）平均で９時間が限度です。
　１日当たりの運転時間を計算するときは、特定の日を起算日として２日ごとに区切り、その２日間の平均と
することが望ましいとされています。
　ただし、ここで「２日平均で９時間」というのは、どの２日をみても平均９時間ということではなく、①特定日
とその前日との平均か、②特定日とその翌日との平均のどちらか一方が平均９時間以内となっていれば、改
善基準の違反にはなりません。

運転時間（44） その他〇

〇

×

平均44時間

1

運転時間の限度3
　長時間の運転は、注意力を低下させ、肉体的・精神的な疲労を蓄積させますので、最悪の場合、交通事故を起
こすおそれがあります。このため、運転時間については特に厳しい規制が設けられています。

◆運転時間の限度◆

１　日

１　週

連続運転時間

２日（始業から48時間）平均で９時間まで

２週間ごとの平均で44時間まで
４時間まで
運転時間４時間以内に１回が10分以上で、かつ、
合計が30分以上の運転しない時間をおく。

１日の運転時間の限度と拘束時間との関係
運転時間の限度は、２日平均で９時間です。しかし、だからといって、１日目に18時間運転して２日目に運
転をしない、という運行勤務は認められません。
なぜなら、１日の拘束時間は最大でも16時間であって、また、４時間の連続運転につき30分以上運転し
ない時間を設けなければならないからです。
最大拘束時間16時間の中で、４時間運転後に30分休憩等を入れるパターンは３回（13時間30分）で、
残りの時間（２時間30分）を運転時間に充てても、１日の運転時間は、14時間30分が限度となります。

◆２日平均９時間の考え方◆

翌日特定日

２日平均

前日 特定日

２日平均

①

②
※①、②のどちらか一方が平均９時間以内になっていればよい

具体例　　

運転時間
９時間

運転時間
９時間

運転時間
10時間

運転時間
10時間

運転時間
９時間

運転時間
10時間

運転時間
10時間

運転時間
8時間

運転時間
10時間

特定日の前日 特定日 特定日の翌日

特定日の前日 特定日 特定日の翌日

特定日の前日 特定日 特定日の翌日

１週間の運転時間の計算方法

　１週間の運転時間は２週間ごとの平均で44時間が限度です。１週間の運転時間を計算するときは、特定
の日を起算日として２週間ごとに区切り、その２週間ごとに計算します。

2

運転時間（44） その他

運転時間（42） その他 運転時間（46） その他

運転時間（46） その他 運転時間（44） その他

平均44時間

平均45時間

1週目 2週目

1週目 2週目

1週目 2週目

連続運転時間と休憩等の確保

　連続して運転するのは、４時間が限度です。４時間経過したら運転を中断して30分以上の休憩等（非運転
時間※）を確保しなければなりません。また、運転の途中に非運転時間を分けてとることもできます。ただし、
非運転時間を分けてとる場合には、１回が10分以上でなければなりません。

3

運転時間

〇 1時間20分 10分 1時間20分 10分 1時間20分 10分

〇 2時間40分 20分 1時間20分 10分

× 4時間10分 30分

× 1時間25分 5分 1時間25分 5分 1時間10分 20分

休憩時間等

※非運転時間は必ずしも休憩のための時間である必要はなく、荷の積卸しの時間なども含まれます。

出典：全日本トラック協会「トラック事業者のための労働法のポイント」

具体例　　

具体例　　

起算日
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１日当たりの運転時間の計算方法

　１日の運転時間は、２日（始業時刻から48時間）平均で９時間が限度です。
　１日当たりの運転時間を計算するときは、特定の日を起算日として２日ごとに区切り、その２日間の平均と
することが望ましいとされています。
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運転時間（44） その他〇

〇

×

平均44時間

1
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具体例　　
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※非運転時間は必ずしも休憩のための時間である必要はなく、荷の積卸しの時間なども含まれます。
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具体例　　

起算日
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　過積載の状態で運転する行為は、制動距離が長くなるほか、ハンドル操作にも影響を与え、交通事故の可能性が
高く、また、事故の被害を拡大させる悪質・危険な行為です。
　重大事故を誘発する飲酒運転、過労運転や過積載運行等を防止するため、平成25年９月25日より、貨物自動車
運送事業者の法令違反に対する行政処分等の基準がこれまで以上に厳しく強化され、事業者が飲酒運転、過労連転、
過積載運行等悪質な違反行為を命じ、又は容認していた場合、車両停止処分の強化に加えて即時事業停止期間が延
長されることになりました。
　以下、過積載における危険性などについてご紹介致します。 

過積載自動車の運転の禁止

日常チェックポイント

最大積載量は、どのように定められていますか？

大型トラックの場合

過積載防止のために運転者に求められることとしては、何が挙げられますか？

→最大積載量＝車両総重量－（車両重量＋乗車定員重量（１人当り５５㎏））

→■過積載の危険性を十分に認識する
　■はっきりと断る婆勢を持つ

最大積載量
車両総重量

20トン

車両重量 乗車定員重量
（一人あたり55㎏）

キャブとシャシの重量

架装の重量

安全教育でのチェックポイント

過積載運転をした場合、運転者にはどのような罰則が科せられますか？
→■罰則は過積載の程度で異なる
　■大型車で10割以上の過積載をしていた場合、違反点数は６点となり、免許

停止処分となるとともに、反則金という行政処分ではなく、「６か月以下の懲
役又は１０万円以下の罰金」という刑事処分を受ける

過積載をすることによる社会的な影響としてはどのようなものが挙げられますか？
→■ディーゼル車では、通常走行に比べ、過積載では低速ギア、高速回転走行に

より、より多くの有害物質を排出し、環境への影響が大きくなる
　■道路や橋粱などの路面へダメージを与えることになる
　■低速ギア、高速回転走行により、エンジン音が大きくなり、沿道への騒音が

間題となる

国土交通省　自動車連送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的指導及び監督の実施マニュアルより

貨物自動車運送事業者や管理者に求められること

■過積載の引受けをしない
　貨物自動車運送事業者はドライバーに過積載の下命・容認を
しないことはもちろん、過積載となる運転の引受けや、トラックや
ドライバー不足だからといって、過積載運転となる運行計画の作
成をしないようにしなければなりません。

■貨物自動車運送事業者の意識改革
　貨物自動車運送事業者、荷主の双方の過積載に対する意識は、
年々高くなっているものの、まだ十分とはいえず、「運賃収入を
少しでも多くとるため過積載を行う」という考えをもっている事
業者も見受けられます。過積載運転は違法行為であるとともに、
輸送秩序を乱し公平な競争を疎外するものであることをしっかり
と認識し、安全運行を確保することが大切です。

■運転者や従業員に対し指導監督を行う
　過積載や積み荷の落下を防止するために、ドライバーに対し積
載制限の遵守、落下や荷崩れ防止の積載方法、走行上の注意点を
しっかりと指導・監督する必要があります。また、重量計を設置す
るなどして出荷する貨物の重量チェックを行うことも必要です。

■荷主との協力体制を築き上げる
　ドライバー教育を徹底しても過積載運転を防止できないことが
あります。貨物自動車運送事業者が荷主に対して過積載運転をさ
せないように、重量証明を得る、運送契約に重量明示をするなど、
協力を仰くことが必要です。また、行政機関と連携して過積載防止
のために荷主と懇談会を開催することも良い方法です。

過積載の危険性

13.3ｍ 50.3ｍ10トン（定積）

14.6ｍ

40km/h 80km/h積載量 速度

58.9ｍ14トン（140％積）

16.１ｍ 70.3ｍ18トン（180％積）

定量積載10トン車の制動距離

（㈳全日本トラック協会「大型トラックの安全運行に関する調査研究報告書
（平成3年3月）」より）

●事業者は、最大積載量を超えて積載するような
運送（過積載による運送）の引受け、過積載に
よる運送を前提とする運行計画の作成及び運転
者その他の従業員に対する過積載による運送の
指示をしてはならない。

●事業者は、過積載による運送の防止について、
運転者その他従業員に対する適切な指導及び監
督を怠ってはならない。

ポイント

バランスを崩しやすい 下り坂はブレーキが
利きにくくなる

衝撃力が増大する トレーラ車ではジャックナイフ
現象がおこりやすい

●事業者は、貨物を積載するときは、次の
ことに気を付けなければならない。

　⑴偏荷重が生じないように積載すること。

　⑵貨物が運搬中に荷崩れ等により落下す
　ることを防止するため、ロープ又はシ
　ートを掛ける等必要な措置を講ずるこ
　と。

●運行管理者は、貨物の積載方法について、
従業員に指導及び監督を行わなければな
らない。

●大型自動車は、運転日報に積載方法の確
認結果を記入しなければならない。

ポイント
積付け位置が悪いとこうなる

●前に偏った積載の場合

●後部に偏った積載の場合

●左右に偏った積載の場合

カーブ走行、右左折、傾斜路面走行時に
横転する危険がある。

発進時や登坂走行時、踏切通過時に、ハンドルが不安
定になったり、頭が持ち上がってしまうことがある。

降坂時や急ブレーキをかけたときに、制動力不足が生
じるおそれがある。
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　重大事故を誘発する飲酒運転、過労運転や過積載運行等を防止するため、平成25年９月25日より、貨物自動車
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過積載運行等悪質な違反行為を命じ、又は容認していた場合、車両停止処分の強化に加えて即時事業停止期間が延
長されることになりました。
　以下、過積載における危険性などについてご紹介致します。 
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大型トラックの場合

過積載防止のために運転者に求められることとしては、何が挙げられますか？

→最大積載量＝車両総重量－（車両重量＋乗車定員重量（１人当り５５㎏））

→■過積載の危険性を十分に認識する
　■はっきりと断る婆勢を持つ

最大積載量
車両総重量

20トン

車両重量 乗車定員重量
（一人あたり55㎏）

キャブとシャシの重量

架装の重量
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過積載運転をした場合、運転者にはどのような罰則が科せられますか？
→■罰則は過積載の程度で異なる
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７ 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。（点呼は、対面が原則）

①貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電
話その他の方法）により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するため
に必要な指示をしなければなりません。

　（一）疾病、疲労、睡眠不足、酒気帯びその他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
　（二）運行する前に日常点検の実施又はその確認
②貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電話その
他の方法）により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合に
あっては、輸送安全規則第17条第４号の規定による通告について報告を求めなければなりません。

　「やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務前または乗務後の点呼ができない場合のことを指します。車庫と営業所とが
離れている場合や、早朝、深夜等のため点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は、該当しません。

③貨物自動車運送事業者は前２項に規定する点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点
呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第１項第１号に掲げる事項
について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければなりません。

④貨物自動車運送事業者は、前３項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは運転者ごとに点呼を行った
旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を１年間保存しなければなりません。 

　点呼は、運転者とのコミュニケーションの場です。運転者と気持ちの通った対話を通じて、運転者の特徴を把握し、
適切な運行指示・伝達や安全上のアドバイスをお願いします。 また、適切な運行指示等を行うために事前に道路情
報や気象情報を収集しておくことが大切です。以下、点呼の実施について紹介致します。

○点呼執行者：「運行管理者」若しくは「運行管理者補助者」
○選任運行管理者の点呼回数：点呼を行うべき総回数の少なくとも３分の１以上。
○運行管理者補助者：「運行管理者資格者証を取得している者」又は「基礎講習修了者」
○書類保存期間：１年間
○アルコール検知器の故障の有無：定期的に事業者が確認。（アルコール消毒剤等）

図３　分割休息取得時の点呼実施
方法について

３月１５日

乗務前
対面点呼

所属営業所

乗務後
電話点呼

乗務前
電話点呼

休息期間６H
（分割休息１回目）

乗務後
電話点呼

乗務前
電話点呼

中間点呼
（電話点呼）

休息期間６H
（分割休息２回目）

乗務後
対面点呼

所属営業所

発 着 発 着 発 着

9：00 16：00 22：00 1：00 3：00 9：00 16：00

※分割休息取得時の点呼方法については、乗務開始及び乗務終了時の２回のみではなく、各休息期間取得前後に電話に
て点呼実施が必要となります。
また、中間点呼も必要となるため、あわせて運行指示書も作成しなければなりません。

３月１６日

点呼の実施

《重点指導項目》

○点呼簿の記録の内容

乗
務
前
点
呼

①点呼執行者名
②運転者名
③乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号
④点呼日時
⑤点呼方法（対面でない場合は具体的方法（電話等））
⑥酒気帯びの有無（アルコール検知器の使用結果）
⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足などの状況
⑧日常点検の状況
⑨指示事項（免許証、道路状況、服装、運行記録計等）、その他必要事項

（
中
間
点
呼
）

乗
務
途
中
点
呼

乗
務
後
点
呼

①点呼執行者名
②運転者名、乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号
③点呼日時
④点呼方法（対面でない場合は具体的方法（電話等））
⑤酒気帯びの有無（アルコール検知器の使用結果）
⑥運転者の疾病、疲労、睡眠不足などの状況
⑦指示事項、その他必要事項

中間点呼は３日以上の連続運行で、乗務前、乗務後の点呼がどちらも対面でできない場合に必ず電話等で行わな
ければなりません。

①点呼執行者名
②運転者名、乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号
③点呼日時
④点呼方法（対面でない場合は具体的方法（電話等））
⑤酒気帯びの有無（アルコール検知器の使用結果）
⑥自動車、道路及び運行の状況
⑦交替運転者に対する通告
⑧その他必要事項

○乗務前対面点呼（例）

項　目

制服・ヘルメットの
確認

月日・運行計画

酒気帯びの
有無の確認
疾病、疲労、睡眠
不足などの状況

服装

確認・注意事項 項　目 確認・注意事項 項　目 確認・注意事項

行先・荷主を確認

アルコール検知器の
使用

体調確認

本人免許証の確認

天候状況

道路状況

免許証

日常点検の確認・
車両異常

降雨・降雪注意

道路工事や通行止

車両点検

指差して無事故を唱和
「無事故でいこうヨシ！」

携行品

その他

安全唱和

車検証及び
自賠責保険証
運行記録計用紙、
日報、地図など

乗務員の感情

車検証など

○中間点呼及び運行指示書について
図１　中間点呼及び運行指示書の

必要な運行

図２　中間点呼及び運行指示書の
必要のない運行

出典：全日本トラック協会「運行管理業務と安全」マニュアル

１日目の乗務

乗務前点呼
（対面）

所属営業所

乗務後点呼
（電話等）

乗務前点呼
（電話等）

休息期間
目的地

乗務後点呼
（電話等）

乗務前点呼
（電話等）

中間点呼
（電話等）

休息期間
目的地

発 着 発 着 発

※中間点呼は、乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合のみ実施すればよい。

乗務後点呼
（対面）

所属営業所

着

３日目の乗務

・運行指示書の作成　・運転者に対する指示及び携行　・運行指示書の写しを営業所に備え置く
出発時

２日目の乗務

１日目の乗務

乗務前点呼
（対面）

所属営業所

発

乗務後点呼
（電話等）

乗務前点呼
（電話等）

休息期間
目的地

着 発

乗務後点呼
（対面）

所属営業所

着

※乗務前または後の点呼が対面により行う乗務の場合は、中間点呼の実施義務はない。

２日目の乗務

・運行指示書に関する義務はない　・中間点呼に関する義務はない
出発時
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７ 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。（点呼は、対面が原則）

①貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電
話その他の方法）により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するため
に必要な指示をしなければなりません。

　（一）疾病、疲労、睡眠不足、酒気帯びその他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
　（二）運行する前に日常点検の実施又はその確認
②貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電話その
他の方法）により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合に
あっては、輸送安全規則第17条第４号の規定による通告について報告を求めなければなりません。

　「やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務前または乗務後の点呼ができない場合のことを指します。車庫と営業所とが
離れている場合や、早朝、深夜等のため点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は、該当しません。

③貨物自動車運送事業者は前２項に規定する点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点
呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第１項第１号に掲げる事項
について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければなりません。

④貨物自動車運送事業者は、前３項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは運転者ごとに点呼を行った
旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を１年間保存しなければなりません。 

　点呼は、運転者とのコミュニケーションの場です。運転者と気持ちの通った対話を通じて、運転者の特徴を把握し、
適切な運行指示・伝達や安全上のアドバイスをお願いします。 また、適切な運行指示等を行うために事前に道路情
報や気象情報を収集しておくことが大切です。以下、点呼の実施について紹介致します。

○点呼執行者：「運行管理者」若しくは「運行管理者補助者」
○選任運行管理者の点呼回数：点呼を行うべき総回数の少なくとも３分の１以上。
○運行管理者補助者：「運行管理者資格者証を取得している者」又は「基礎講習修了者」
○書類保存期間：１年間
○アルコール検知器の故障の有無：定期的に事業者が確認。（アルコール消毒剤等）

図３　分割休息取得時の点呼実施
方法について

３月１５日

乗務前
対面点呼

所属営業所

乗務後
電話点呼

乗務前
電話点呼

休息期間６H
（分割休息１回目）

乗務後
電話点呼

乗務前
電話点呼

中間点呼
（電話点呼）

休息期間６H
（分割休息２回目）

乗務後
対面点呼

所属営業所

発 着 発 着 発 着

9：00 16：00 22：00 1：00 3：00 9：00 16：00

※分割休息取得時の点呼方法については、乗務開始及び乗務終了時の２回のみではなく、各休息期間取得前後に電話に
て点呼実施が必要となります。
また、中間点呼も必要となるため、あわせて運行指示書も作成しなければなりません。

３月１６日

点呼の実施

《重点指導項目》

○点呼簿の記録の内容

乗
務
前
点
呼

①点呼執行者名
②運転者名
③乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号
④点呼日時
⑤点呼方法（対面でない場合は具体的方法（電話等））
⑥酒気帯びの有無（アルコール検知器の使用結果）
⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足などの状況
⑧日常点検の状況
⑨指示事項（免許証、道路状況、服装、運行記録計等）、その他必要事項

（
中
間
点
呼
）

乗
務
途
中
点
呼

乗
務
後
点
呼

①点呼執行者名
②運転者名、乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号
③点呼日時
④点呼方法（対面でない場合は具体的方法（電話等））
⑤酒気帯びの有無（アルコール検知器の使用結果）
⑥運転者の疾病、疲労、睡眠不足などの状況
⑦指示事項、その他必要事項

中間点呼は３日以上の連続運行で、乗務前、乗務後の点呼がどちらも対面でできない場合に必ず電話等で行わな
ければなりません。

①点呼執行者名
②運転者名、乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号、番号
③点呼日時
④点呼方法（対面でない場合は具体的方法（電話等））
⑤酒気帯びの有無（アルコール検知器の使用結果）
⑥自動車、道路及び運行の状況
⑦交替運転者に対する通告
⑧その他必要事項

○乗務前対面点呼（例）

項　目

制服・ヘルメットの
確認

月日・運行計画

酒気帯びの
有無の確認
疾病、疲労、睡眠
不足などの状況

服装

確認・注意事項 項　目 確認・注意事項 項　目 確認・注意事項

行先・荷主を確認

アルコール検知器の
使用

体調確認

本人免許証の確認

天候状況

道路状況

免許証

日常点検の確認・
車両異常

降雨・降雪注意

道路工事や通行止

車両点検

指差して無事故を唱和
「無事故でいこうヨシ！」

携行品

その他

安全唱和

車検証及び
自賠責保険証
運行記録計用紙、
日報、地図など

乗務員の感情

車検証など

○中間点呼及び運行指示書について
図１　中間点呼及び運行指示書の

必要な運行

図２　中間点呼及び運行指示書の
必要のない運行

出典：全日本トラック協会「運行管理業務と安全」マニュアル
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乗務前点呼
（電話等）
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（電話等）

休息期間
目的地

発 着 発 着 発

※中間点呼は、乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合のみ実施すればよい。

乗務後点呼
（対面）

所属営業所

着

３日目の乗務

・運行指示書の作成　・運転者に対する指示及び携行　・運行指示書の写しを営業所に備え置く
出発時

２日目の乗務

１日目の乗務

乗務前点呼
（対面）

所属営業所

発

乗務後点呼
（電話等）

乗務前点呼
（電話等）

休息期間
目的地

着 発

乗務後点呼
（対面）

所属営業所

着

※乗務前または後の点呼が対面により行う乗務の場合は、中間点呼の実施義務はない。

２日目の乗務

・運行指示書に関する義務はない　・中間点呼に関する義務はない
出発時
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点
   
 呼
   
 記
   
 録
   
 簿

○点呼簿記入例

①点呼執行者名 ②運転者名 ③登録番号 ④点呼
日時 ⑤点呼方法（対面でない場合は具体的方法
（電話等）） ⑥アルコール検知器の使用の有無・
測定値 ⑦酒気帯びの有無 ⑧運転者の疾病、疲
労、睡眠不足などの状況 ⑨日常点検の状況　⑩
指示伝達、その他必要事項

①点呼執行者名 ②点呼日時 ③点呼方法（対面で
ない場合は具体的方法（電話等）） ④酒気帯びの
有無 ⑤アルコール検知器の使用の有無・測定値 
⑥運転者の疾病、疲労、睡眠不足などの状況 ⑦指
示伝達、その他必要事項

①点呼執行者名 ②点呼日時 ③点呼方法（対面で
ない場合は具体的方法（電話等）） ④アルコール検
知器の使用の有無・測定値⑤酒気帯びの有無 
⑥自動車、道路及び運行の状況 ⑦交替運転者に対
する通告・その他必要事項

対面でない場合は具体的方法 使用の有無：アルコール検知器を使用したか
　　　　　　どうかの有無・測定値（任意）

アルコール検知器の状況を確認したかどうかの別
（毎日確認が必要であるが、本様式では集約して確認印をお願いします。）

酒気帯びの有無について記録すること

酒気帯びの有無について記録すること

使用の有無：アルコール検知器を使用したか
　　　　　　どうかの有無・測定値（任意）

対面でない場合は具体的方法

酒気帯びの有無について記録すること

使用の有無：アルコール検知器を使用したか
　　　　　　どうかの有無・測定値（任意）

対面でない場合は具体的方法

【アルコール検知器等について】
　国土交通省では、事業用自動車の飲酒運転ゼロの目標を達成するため、点呼時にアルコール検知器の使用を義務付ける等の貨物自動車運
送事業輸送安全規則の改正を行いました。（検知器義務化施行：平成23年５月１日）

「点呼時、酒気帯びの有無の確認」

「検知器の性能」「各営業所での保持」

「電話点呼での対応（宿泊先）」

「営業所と車庫が離れている場合」

「アルコール検知器の確認」

①毎日確認すべき事項

②少なくとも１週間に１回以上
　確認すべき事項

「酒気を帯びた状態」

「運転者の状態を目視等で確認」

点呼時に酒気帯びの有無の確認。目視等で確認するほかアルコール検知器の使用を義務付け。

アルコール検知器の電源が、確実に入ることや検知器に損傷がないこと。

アルコール検知器は、当面、性能上の要件を問わない。営業所ごとに検知器を備え置き、常時有効に
保持しなければならない。
電話点呼（宿泊先）の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等
により行うこと。
運行管理者等を車庫へ派違して点呼を行う場合、営業所の車庫に設置した検知器、運行管理者等が持参
したアルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用することによるものとする。
アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておき、定期的に故障の有無を確認し
なければならない。

確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しない
こと。洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等によ
り口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
道路交通法施行令第44条の３に規定する血液中のアルコール濃度０．３mg/ml又は呼気中のアル
コール濃度0.15mg/l以上であるか否かを問わないものである。
運転者の顔色、呼気の臭い、応答する声の調子等で確認すること。なお、対面でなく電話その他の方法で点呼を
する場合には、運転者の応答の声の調子等電話等を受けた運行管理者等が確認できる方法で行うものとする。
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○点呼簿記入例
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日時 ⑤点呼方法（対面でない場合は具体的方法
（電話等）） ⑥アルコール検知器の使用の有無・
測定値 ⑦酒気帯びの有無 ⑧運転者の疾病、疲
労、睡眠不足などの状況 ⑨日常点検の状況　⑩
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道路交通法施行令第44条の３に規定する血液中のアルコール濃度０．３mg/ml又は呼気中のアル
コール濃度0.15mg/l以上であるか否かを問わないものである。
運転者の顔色、呼気の臭い、応答する声の調子等で確認すること。なお、対面でなく電話その他の方法で点呼を
する場合には、運転者の応答の声の調子等電話等を受けた運行管理者等が確認できる方法で行うものとする。
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　アルコール検知器は、常に正常な状態で動作するように保持する必要があり、電源が入るか、損傷はないかなど
は、毎日点検し、正常に動作するかも週に１回以上は点検し、記録しましょう。

各項目を確認し、良好の場合は○印を付す。※電源・損傷は毎日、動作は毎週1回以上確認する。

アルコール検知器・点検記録簿
会社名及び営業所名

①機種名又は管理番号 ②機種名又は管理番号 ③機種名又は管理番号月

曜日 電源 損傷 電源点検者 点検者損傷 電源 点検者損傷
動作 動作 動作

日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

アルコール
有

アルコール
無

アルコール
有

アルコール
無

アルコール
有

アルコール
無

アルコール依存症の基礎知識
■アルコール依存症は、多量の飲酒を続けることで脳の機能が変化して、自分では酒の飲み方（飲む量、飲む時間、飲む
状況）をコントロールできなくなる病気です。アルコール依存症になると、運転業務がある場合でも、飲みたい気持ち
が抑えられなくなり飲酒量が増えるため、飲酒運転事故を発生させてしまう可能性もあります。

■アルコール依存症になると、まず心理的依存が始まり、仕事や家族よりも飲酒のことだけに関心が集中するようになり
ます。やがて身体的依存に陥ると、手が震えたり、動悸・発汗などの症状が現れ、それを抑えるために、さらにアルコー
ルを求めるようになります。

①渇望

アルコール依存症の症状の例
②飲酒行動の
　コントロール不能 ③離脱症状

④耐性の増大 ⑤飲酒中心の生活 ⑥有害な使用に対
　する抑制の喪失

出典／国土交通省編「自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」令和４年３月改訂版より抜粋

●孤立を解消する　●叱責しない　●あまりに世話をやきすぎない　●健やかな人間関係を作る　
●たった１杯のアルコールでも勧めない

職場全体として

●アルコールに依存症に関する正しい理解　●飲酒運転違反者に対するプログラムの紹介
●専門機関への相談──地域の相談窓口としては、保健所、精神保健福祉センターなど

事業者として

■アルコール依存症は、本人は自覚がなく気づきにくいため、本人の意思でコントロールしようとしても、たびたび失
敗します。本人が回復の必要性を自覚するまでには時間がかかることから、周囲の人の適切なサポートが必要です。
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ルを求めるようになります。
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敗します。本人が回復の必要性を自覚するまでには時間がかかることから、周囲の人の適切なサポートが必要です。



自動車の登録番号
その他任意の番号等

乗務した距離
出庫／帰庫の時間 運転者の氏名

車両総重量８㌧以上又は最大積載
量５㌧以上の車両（大型車）につい
ては、荷物の固定、固縛、偏荷重の
可否を記入

発地／着地の地点、時刻 休憩（睡眠）した地点、時間帯

【注】車両総重量８㌧以上又は最大積載量５㌧以上の車両（大型車）：
　　 ①荷主の都合により集貨地点等で待機した場合：集貨地点等の日時
　　 ②荷役作業等実施の場合：集貨地点等、荷役作業等の開始・終了の日時

休憩（睡眠）時間帯

（12：00～13：00　60分）

○記載事項
　①運転者の氏名
　②自動車登録番号又は識別できる記号
　③乗務の開始及び終了の地点、日時、主な経過地点、乗務した距離
　④運転交替をした場合にはその地点及び日時
　⑤休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時（時間帯）
　⑥車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン以上の車両
　　イ．貨物の積載状況
　　ロ．荷主の都合により集荷地点等で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
　　　　（１）集貨地点等
　　　　（２）集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
　　　　（３）集貨地点等に到着した日時
　　　　（４）集貨地点等における「荷役作業」の開始及び終了の日時
　　　　（５）集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、貨物の荷造り、仕分け、「付帯業務」を実施した場合

にあっては、付帯業務の開始及び終了の日時
　　　　（６）集貨地点等から出発した日時
　　ハ．集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、荷役作業又は付帯業務を実施した場合（荷主との契約書

に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上で
ある場合に限る。）にあっては、次に掲げる事項（㋺に該当する場合にあっては、⑴及び⑵に掲げる事項を除く。）

　　　　（１）集貨地点等
　　　　（２）荷役作業等の開始及び終了の日時
　　　　（３）荷役作業等の内容
　　　　（４）（１）から（３）までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示

す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨の記録
　⑦道路交通法第72条第１項の交通事故、自動車事故報告規則第２条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他異

常な状態があった場合は、その概要及び原因
　⑧運行の途中において運行指示書が必要になった場合の指示の内容

○運行記録計の記録による代替
　一般貨物自動車運送事業者は、運転者ごとに記録させる乗務等の記録（運転日報）に代えて、道路運送車両の保安基
準第48条２第２項の規定に適合する運行記録計により記録することができる。

○書類保存期間：１年間

○日報記入例

○運行記録計　取り付け義務車両
　①車両総重量７トン以上又は最大積載量が４トン以上の事業用自動車
　②上記①トレーラをけん引するトラクタ

○チャート紙等の保存期間：１年間

○運行記録計による記録を乗務員の指導等に活用して下さい
　（以下例、チェックポイント）
　①運行時間：４時間超の連続運転、２日平均で１日９時間を超える運転
　②速度：法定速度超過、急加速・急減速

8 乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。
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　運転日報は運転者の乗務の実態を把握し、過労の防止及び過積載による運送の防止等、業務の資料として活用す
るために運転者に記載させ、これを１年間保存しなければなりません。 

9        運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 

　事業用自動車のうち車両総重量７トン以上又は最大積載量４トン以上の車両、又はこれに該当するトレーラを牽引
するトラクタ及び特別積合せ運送の運行車には、運行記録計の装着が義務付けられており、記録は１年間保存しなけ
ればいけません。運転者より提出されたチャート紙等の記録内容を運行管理者が確認し、労働時間管理の徹底、過労
運転・スピード違反の防止等の指導に役立てて下さい。

荷待時間・荷役作業等記録票
荷主名：　　　　　　　車両番号：京都

日付

〇月△日

担当ドライバー

●●　●●

集貨地点等

〇〇物流センター

到着時刻

８：４５

到着時間の指定時刻

９：００

荷待時間
開始・終了時刻

９：００～９：２０
９：４０～１０：００

荷待時間

４０分

附帯業務の
開始・終了時刻

９：２０～９：４０
１０：００～１０：３０

積込み・取卸しの
開始・終了時刻

１０：３０～１１：３０

出発時刻

１１：３０

ドライバーの実施した荷役作業等の内容      （発・着）注）
荷主側担当者確認欄

△△△△

荷主側の確認が
得られなかった場合

荷主側担当者
不在の場合

⒈積込み（手荷役・機械荷役）　⒉取卸し（手荷役・機械荷役）
⒊荷造り　⒋仕分　⒌検収・検品　⒍横待ち　⒎縦待ち
⒏棚入れ　⒐ラベル貼り　⒑はい作業　⒒その他（　　） 契約書の荷役作業等の内容の全てが明記さ

れていても、合計時間が１時間以上となる場
合は乗務記録への記載が必要です

※別途デジタコなど他の方法で記録・保存している場合においては、
　当該項目については不要です。
※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要
　時間が１時間未満であれば荷役作業についての記載は不要です。
注）「（発・着）荷主側担当者確認欄」には、発地においては荷主側の荷出しの担当業務の、着地においては荷受けの担当者等

のサイン等を記入してください。
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　⑤休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時（時間帯）
　⑥車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン以上の車両
　　イ．貨物の積載状況
　　ロ．荷主の都合により集荷地点等で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
　　　　（１）集貨地点等
　　　　（２）集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
　　　　（３）集貨地点等に到着した日時
　　　　（４）集貨地点等における「荷役作業」の開始及び終了の日時
　　　　（５）集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、貨物の荷造り、仕分け、「付帯業務」を実施した場合

にあっては、付帯業務の開始及び終了の日時
　　　　（６）集貨地点等から出発した日時
　　ハ．集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、荷役作業又は付帯業務を実施した場合（荷主との契約書

に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上で
ある場合に限る。）にあっては、次に掲げる事項（㋺に該当する場合にあっては、⑴及び⑵に掲げる事項を除く。）

　　　　（１）集貨地点等
　　　　（２）荷役作業等の開始及び終了の日時
　　　　（３）荷役作業等の内容
　　　　（４）（１）から（３）までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示

す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨の記録
　⑦道路交通法第72条第１項の交通事故、自動車事故報告規則第２条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他異

常な状態があった場合は、その概要及び原因
　⑧運行の途中において運行指示書が必要になった場合の指示の内容

○運行記録計の記録による代替
　一般貨物自動車運送事業者は、運転者ごとに記録させる乗務等の記録（運転日報）に代えて、道路運送車両の保安基
準第48条２第２項の規定に適合する運行記録計により記録することができる。

○書類保存期間：１年間

○日報記入例

○運行記録計　取り付け義務車両
　①車両総重量７トン以上又は最大積載量が４トン以上の事業用自動車
　②上記①トレーラをけん引するトラクタ

○チャート紙等の保存期間：１年間

○運行記録計による記録を乗務員の指導等に活用して下さい
　（以下例、チェックポイント）
　①運行時間：４時間超の連続運転、２日平均で１日９時間を超える運転
　②速度：法定速度超過、急加速・急減速

8 乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。
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　運転日報は運転者の乗務の実態を把握し、過労の防止及び過積載による運送の防止等、業務の資料として活用す
るために運転者に記載させ、これを１年間保存しなければなりません。 

9        運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 

　事業用自動車のうち車両総重量７トン以上又は最大積載量４トン以上の車両、又はこれに該当するトレーラを牽引
するトラクタ及び特別積合せ運送の運行車には、運行記録計の装着が義務付けられており、記録は１年間保存しなけ
ればいけません。運転者より提出されたチャート紙等の記録内容を運行管理者が確認し、労働時間管理の徹底、過労
運転・スピード違反の防止等の指導に役立てて下さい。

荷待時間・荷役作業等記録票
荷主名：　　　　　　　車両番号：京都

日付

〇月△日

担当ドライバー

●●　●●

集貨地点等

〇〇物流センター

到着時刻

８：４５

到着時間の指定時刻

９：００

荷待時間
開始・終了時刻

９：００～９：２０
９：４０～１０：００

荷待時間

４０分

附帯業務の
開始・終了時刻

９：２０～９：４０
１０：００～１０：３０

積込み・取卸しの
開始・終了時刻

１０：３０～１１：３０

出発時刻

１１：３０

ドライバーの実施した荷役作業等の内容      （発・着）注）
荷主側担当者確認欄

△△△△

荷主側の確認が
得られなかった場合

荷主側担当者
不在の場合

⒈積込み（手荷役・機械荷役）　⒉取卸し（手荷役・機械荷役）
⒊荷造り　⒋仕分　⒌検収・検品　⒍横待ち　⒎縦待ち
⒏棚入れ　⒐ラベル貼り　⒑はい作業　⒒その他（　　） 契約書の荷役作業等の内容の全てが明記さ

れていても、合計時間が１時間以上となる場
合は乗務記録への記載が必要です

※別途デジタコなど他の方法で記録・保存している場合においては、
　当該項目については不要です。
※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要
　時間が１時間未満であれば荷役作業についての記載は不要です。
注）「（発・着）荷主側担当者確認欄」には、発地においては荷主側の荷出しの担当業務の、着地においては荷受けの担当者等

のサイン等を記入してください。



10 運行指示書（中間点呼）の作成、指示、携行、保存は適切か。
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○運行指示書の記載事項
　①運行の開始及び終了の地点及び日時
　②乗務員の氏名
　③運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
　④運行に際しての注意を要する箇所の位置
　⑤乗務員の休憩及び地点及び休憩時間（休憩が有る場合に限る）
　⑥乗務員の運転又は業務の交替の地点（運転又は業務の交替が有る場合）
　⑦その他運行の安全を確保するために必要な事項

○運行指示書の作成について（２部作成）本紙(正)：運転者、写し：運行管理者
　　運行指示書はその運行の途中に、変更が生じた場合には、運行指示書の写しに変更の内容を記載し、電話等で運転
者に指示を行い、併せて運転者が携行している指示書にも変更の内容を記載させなければならない。

○書類保存期間：本紙(正)、写しとも１年間

○運行指示書記入例

　運行指示書は乗務前、乗務後のどちらの点呼も対面で行うことができない運行（中間点呼が必要な運行）の場合
に２部（本紙・写し）作成し、運転者に対し適切な指示を行い、運転者に本紙を携行させなければいけません。

（
運
転
者
用
）
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11 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
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②指導及び監督の内容
　貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

○指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項
　①運転者に対する指導及び監督の意義について理解 ②日常的・計画的な指導及び監督の実施
　③運転者の理解を深める指導及び監督の実施  ④参加・体験・実践型の指導及び監督の手法の活用
　⑤社会的情勢等に応じた指導及び監督内容の見直し ⑥指導者の育成及び資質の向上
　⑦外部の専門的機関の活用    ⑧指導・教育の計画表の作成
③記録する内容
　運転者に対して実施した指導及び監督について、記録して下さい。
 （１）日時
 （２）場所
 （３）指導内容（上記全12項目を具体的に）
 （４）指導者名
 （５）指導を受けた乗務員名
④年間計画：基本的計画の作成
⑤書類保存期間：３年間
⑥実施：全12項目を年１回以上実施

　事業用自動車の運転者は、大型の自動車を運転したり、多様な地理的、気象的状況の下で運転することから、道路
の状況その他、運行の状況に関する判断及びその状況における運転について、高度な能力を要求されます。このた
め、貨物自動車運送事業者は、運転者に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、模範となるべき運転者を
育成する必要があります。

①目的 《重点指導項目》

平成13年８月20日国土交通省告示第1366号
平成28年４月１日一部改正・平成29年３月12日施行

平成30年6月1日一部改正／施行
項　　　目 内　　　　　　　容

１．トラックを運転する
　　場合の心構え

①物流を支えライフラインを守るなど公共性が高い仕事であることを自覚させる
②交通事故による社会的損害と影響が大きいことを認識させる
③トラックの運転が他の自動車の運転者に与える影響が大きいことを認識させる
④他の自動車の運転者の安全運転の模範にならなければならないことを自覚させる
⑤交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる

①トラック運行に係る法令
　●貨物自動車運送事業に係る法令
　　・酒気帯びで乗務しないこと。
　　・過積載の事業用自動車には乗務しないこと。
　　・積載物は偏荷重が生じないように積載し、荷崩れしないよう適正な固縛を行う。
　　・踏切内で運行不能となった時は、速やかに列車に対して適切な防護措置をとること。
　　・疾病、疲労、睡眠不足などにより安全な運転ができない恐れがあるときは申し出る。
　　・日常点検を実施し、またはその確認をする。
　　・運行前、途中、運行終了後には点呼を受け報告する。
　　・乗務終了後に他の運転者と交替するときは、自動車、道路、運行の状況について通告する。
　　・乗務記録を行う。
　●自動車の運転に係る法令
　　・遵守すべき交通ルール
　●車両管理に係る規定（トラックの点検、車両のチェックの必要性）
②義務を果たさない場合の影響の把握

①トラックの特性に合わせた運転
　・車高、車長、車幅に合わせた運転
　・死角
　・トラックのスピードの特性

③貨物の特性を理解した運転
　・貨物積載時と空車時の違い

①偏荷重の危険性
　・偏荷重の発生要因と危険性
　・偏荷重による運転への影響
　・軸重に関する規定及び軸重違反を防止するための積載方法
②安全輸送の為の積付け・固搏の方法
　・積載のルール
　・荷崩れしない積付け、固縛の方法
③荷崩れ防止のための走行中の注意点

①過積載による事故要因と社会的影響
②過積載による罰則
　・運転者に対する刑事・行政処分への理解
　・過積載に対する警察の措置
③過積載の防止
　・積載量の制限
　・過積載防止のために運転者に求められていること

①危険物の性状

③タンクローリー運行上の注意事項
　・タンクローリーの車両特性
　・タンクローリーの運行上の注意事項

２．トラックの運行の
　　安全を確保するために
　　遵守すべき基本的事項

３．トラックの構造上の
　　特性

４．貨物の正しい積載方法

５．過積載の危険性

６．危険物を運搬する
　　場合に留意すべき事項

②トレーラの特性に合わせた運転
　・トレーラの車両特性
　・トレーラ特有の現象
　・コンテナロックの重要性

②危険物輸送の基本事項
　・輸送にあたっての安全確認事項
　・事故が起こった場合の対処

項　　　目 内　　　　　　　容

７．適切な運行の経路と
その道路交通の状況

８．危険の予測及び回避

９．運転者の運転適性に
応じた安全運転

10．交通事故の生理的・
心理的要因と対処方法

11．健康管理の重要性

12．安全性の向上を図るための
装置を備える事業用自動車
の適切な運転方法

①悪天候等による交通規制  ②日頃の運行体験による道路の状況
③事故事例やヒヤリ・ハット体験  ④予め設定した運行経路の指示（基準緩和車両等）

①危険予測運転の必要性
②危険予測のポイント
　・歩行者や自転車などの行動特性に応じた配慮
　・悪天候・夜間の危険への配慮
③危険予知訓練
④指差呼称及び安全呼称
⑤緊急時における適切な対応

①適性診断の結果を活用し、適切な指導を行う
②適性診断の結果に基づく個々の運転者の運動行動の特性を自覚させる

①交通事故の生理的・心理的要因
　・過労、飲酒運転、かぜ薬等の服用、運転技能への過信等
②過労運転防止のための留意点
　・労働時間についての規定
　・運転中・日常生活での留意点
③飲酒（酒気帯び）、薬物使用運転防止のための留意点
④ヒューマンエラーの防止対策

①疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを理解させる
　・健康診断の受診の必要性
②疲労防止のために日常生活を留意させる
③ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる

安全性の向上を図るための装置を使用した場合の適切な運転方法を理解させる

従業

●事業者は、運送事業に係る主な道路状況、運行状況、運行の安全を確保するため
に必要な運転の技術、自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に
適切な指導・監督をしなければならない。

●事業者は、次の運転者に対して、運行の安全を確保するために、特別な指導と国
土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。

　⑴死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

　⑵運転者として新たに雇い入れた者

　⑶高齢者（65歳以上の者）

●事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、
乗務員に対して適切な指導をしなければならない。

●運行管理者は、運転者に対して、指導・監督及び特別な指導を行い、並びに運転
者に適性診断を受けさせなければならない。

●事業者は、従業員に対して効果的で適切な指導・監督を行うために輸送の安全に
関する基本的な方針の策定など告示で定める措置を講じなければならない。

●新たに雇い入れた運転者にあっては当該運転者の事故記録を把握しなければなら
ない。

ポイント 適性診断とは

特別な指導が必要 運転適性診断の受診

事故惹起運転者
車に乗ると性格が
変わる・・・

初任運転者高齢運転者
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 （４）指導者名
 （５）指導を受けた乗務員名
④年間計画：基本的計画の作成
⑤書類保存期間：３年間
⑥実施：全12項目を年１回以上実施

　事業用自動車の運転者は、大型の自動車を運転したり、多様な地理的、気象的状況の下で運転することから、道路
の状況その他、運行の状況に関する判断及びその状況における運転について、高度な能力を要求されます。このた
め、貨物自動車運送事業者は、運転者に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、模範となるべき運転者を
育成する必要があります。

①目的 《重点指導項目》

平成13年８月20日国土交通省告示第1366号
平成28年４月１日一部改正・平成29年３月12日施行

平成30年6月1日一部改正／施行
項　　　目 内　　　　　　　容

１．トラックを運転する
　　場合の心構え

①物流を支えライフラインを守るなど公共性が高い仕事であることを自覚させる
②交通事故による社会的損害と影響が大きいことを認識させる
③トラックの運転が他の自動車の運転者に与える影響が大きいことを認識させる
④他の自動車の運転者の安全運転の模範にならなければならないことを自覚させる
⑤交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる

①トラック運行に係る法令
　●貨物自動車運送事業に係る法令
　　・酒気帯びで乗務しないこと。
　　・過積載の事業用自動車には乗務しないこと。
　　・積載物は偏荷重が生じないように積載し、荷崩れしないよう適正な固縛を行う。
　　・踏切内で運行不能となった時は、速やかに列車に対して適切な防護措置をとること。
　　・疾病、疲労、睡眠不足などにより安全な運転ができない恐れがあるときは申し出る。
　　・日常点検を実施し、またはその確認をする。
　　・運行前、途中、運行終了後には点呼を受け報告する。
　　・乗務終了後に他の運転者と交替するときは、自動車、道路、運行の状況について通告する。
　　・乗務記録を行う。
　●自動車の運転に係る法令
　　・遵守すべき交通ルール
　●車両管理に係る規定（トラックの点検、車両のチェックの必要性）
②義務を果たさない場合の影響の把握

①トラックの特性に合わせた運転
　・車高、車長、車幅に合わせた運転
　・死角
　・トラックのスピードの特性

③貨物の特性を理解した運転
　・貨物積載時と空車時の違い

①偏荷重の危険性
　・偏荷重の発生要因と危険性
　・偏荷重による運転への影響
　・軸重に関する規定及び軸重違反を防止するための積載方法
②安全輸送の為の積付け・固搏の方法
　・積載のルール
　・荷崩れしない積付け、固縛の方法
③荷崩れ防止のための走行中の注意点

①過積載による事故要因と社会的影響
②過積載による罰則
　・運転者に対する刑事・行政処分への理解
　・過積載に対する警察の措置
③過積載の防止
　・積載量の制限
　・過積載防止のために運転者に求められていること

①危険物の性状

③タンクローリー運行上の注意事項
　・タンクローリーの車両特性
　・タンクローリーの運行上の注意事項

２．トラックの運行の
　　安全を確保するために
　　遵守すべき基本的事項

３．トラックの構造上の
　　特性

４．貨物の正しい積載方法

５．過積載の危険性

６．危険物を運搬する
　　場合に留意すべき事項

②トレーラの特性に合わせた運転
　・トレーラの車両特性
　・トレーラ特有の現象
　・コンテナロックの重要性

②危険物輸送の基本事項
　・輸送にあたっての安全確認事項
　・事故が起こった場合の対処

項　　　目 内　　　　　　　容

７．適切な運行の経路と
その道路交通の状況

８．危険の予測及び回避

９．運転者の運転適性に
応じた安全運転

10．交通事故の生理的・
心理的要因と対処方法

11．健康管理の重要性

12．安全性の向上を図るための
装置を備える事業用自動車
の適切な運転方法

①悪天候等による交通規制  ②日頃の運行体験による道路の状況
③事故事例やヒヤリ・ハット体験  ④予め設定した運行経路の指示（基準緩和車両等）

①危険予測運転の必要性
②危険予測のポイント
　・歩行者や自転車などの行動特性に応じた配慮
　・悪天候・夜間の危険への配慮
③危険予知訓練
④指差呼称及び安全呼称
⑤緊急時における適切な対応

①適性診断の結果を活用し、適切な指導を行う
②適性診断の結果に基づく個々の運転者の運動行動の特性を自覚させる

①交通事故の生理的・心理的要因
　・過労、飲酒運転、かぜ薬等の服用、運転技能への過信等
②過労運転防止のための留意点
　・労働時間についての規定
　・運転中・日常生活での留意点
③飲酒（酒気帯び）、薬物使用運転防止のための留意点
④ヒューマンエラーの防止対策

①疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを理解させる
　・健康診断の受診の必要性
②疲労防止のために日常生活を留意させる
③ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる

安全性の向上を図るための装置を使用した場合の適切な運転方法を理解させる

従業

●事業者は、運送事業に係る主な道路状況、運行状況、運行の安全を確保するため
に必要な運転の技術、自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に
適切な指導・監督をしなければならない。

●事業者は、次の運転者に対して、運行の安全を確保するために、特別な指導と国
土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。

　⑴死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

　⑵運転者として新たに雇い入れた者

　⑶高齢者（65歳以上の者）

●事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、
乗務員に対して適切な指導をしなければならない。

●運行管理者は、運転者に対して、指導・監督及び特別な指導を行い、並びに運転
者に適性診断を受けさせなければならない。

●事業者は、従業員に対して効果的で適切な指導・監督を行うために輸送の安全に
関する基本的な方針の策定など告示で定める措置を講じなければならない。

●新たに雇い入れた運転者にあっては当該運転者の事故記録を把握しなければなら
ない。

ポイント 適性診断とは

特別な指導が必要 運転適性診断の受診

事故惹起運転者
車に乗ると性格が
変わる・・・

初任運転者高齢運転者



12 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。

運行管理等Ⅲ 運行管理等Ⅲ

47 48

①事故惹起運転者
　・死者又は重傷者を生じた交通事故を起こした運転者
　・軽傷者を生じた交通事故を起こし、かつ、事故前の３年間に別の交通事故を起こしたことがある運転者

※指導時間：①から⑤まで合計６時間以上実施。⑥については可能な限り実施。
※適性診断（特定診断Ⅰ・Ⅱ）の受診。

②初任運転者
　・運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者
　　（ただし、自社において初めて事業用自動車に乗務する前の３年間に他の一般貨物自動車運送事業者で運転者として

常時選任されたことがある場合を除く）
　　◆一般的な指導及び監督内容を実施【前掲内容】
　　◆上記内容を座学および実車を用いることにより実施　→　15時間以上
　　　※積載方法、日常点検および車高等の事業用自動車の構造上の特性に関しては実車を用いて指導
　　◆実際に事業用自動車を運転させ、安全な運転方法を指導　→　20時間以上

　※適性診断（初任診断）の受診。（国土交通大臣が認定する機関）
　○実施時期：事故惹起運転者は事故後、再度事業用自動車に乗務する前に実施。
　　初任運転者は雇入れ後の乗務前に実施。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後１か月以内に

実施。

　◎初任運転者の事故歴の把握
　　新たに雇い入れた運転者については、雇い入れる前、過去３年間の事故歴を把握する。
　　無事故無違反証明書又は運転記録証明書（自動車安全運転センター交付）により把握。

③高齢運転者（65歳以上）
　適性診断（適齢診断）の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の
安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。

　○実施時期：高齢運転者は、適性診断の結果が判明した後、１か月以内に実施。適性診断の受診時期は65歳に達した
日以降１年以内に受診。その後３年以内ごとに受診。

　貨物自動車運送事業者は、交通事故を引き起こした事業用自動車の運転者についてはその再発防止を図り、また、
事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能や知識を十分に習得していない新たに雇い入
れた運転者、および、加齢に伴い身体機能が変化しつつある高齢者の運転者について、交通事故の未然防止を図る
ためには、これら特定の運転者に対しては、よりきめ細かな指導を実施する必要があります。そこで、特定の運転者
に対して行う特別な指導の目的は、個々の運転者の状況に応じ、適切な時期に十分な時間を確保して事業用自動車
の運行の安全を確保するために下記の必要な事項の指導をお願い致します。
　※新たに雇い入れた運転者（他社から転職した者を含む）については、その者の事故歴（過去３年間）を把握する

ため「運転記録証明書」を入手して下さい。

特定の運転者に対する特別な指導 《重点指導項目》

①トラックの運行の安全の確保に関する法令等
②交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策
③交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
④交通事故を防止するために留意すべき事項
⑤危険の予測及び回避
⑥安全運転の実技

乗務員教育記録

検  

印

指導主任者 運行管理者
自　　　　  時　　 　　分 ～ 至 　　　　時　　  　　分

年 月 日実施年月日
時　　　間
場　　　所
指　導　者
営 業 所 名

指
導
教
育
及
び
監
督
の
内
容

（
平
成
13
年
８
月
20
日
国
土
交
通
省
告
示
１
３
６
６
号
指
導
及
び
監
督
の
指
針
）

●
書
類
保
管
期
間
：
３
年
間

□一般の乗務員に対する指導
□初任運転者に対する特別な指導

□１.   トラックを運転する場合の心構え
□２.   トラックの運行の安全を確保するために

遵守すべき基本的事項
□３.   トラックの構造上の特性
□４.   貨物の正しい積載方法
□５.   過積載の危険性
□６.   危険物を運搬する場合に留意すべき事項
□７.   適切な運行の経路とその道路交通の状況
□８.   危険の予測及び回避
□９.   運転者の運転適性に応じた安全運転
□10. 交通事故の生理的・心理的要因と

対処方法
□１１. 健康管理の重要性
□１２. 安全性の向上を図るための装置を備える

事業用自動車の適切な運転方法

□事故惹起者に対する特別な指導 ■教育内容・資料等
　【下記欄記載】

□１.   トラックの運行の安全の確保に
関する法令等

□２.   交通事故の実例の分析に基づく
再発防止対策

□３.   交通事故に関わる運転者の生理
的及び心理的要因並びにこれらへ
の対処方法

□４.   交通事故を防止するために留意
すべき事項

□５.   危険の予測及び回避
□６.   安全運転の実技

□適齢診断（65歳以上）の結果を踏まえ、
加齢に伴う身体機能の変化に応じたト
ラックの安全な運転方法について乗務
員自ら考えるような指導

【指導時間】 １～５を合計６時間以上実施。
　　　　　 ６については可能な限り実施。

□高齢運転者に対する特別な指導

●教育について
　基本的には、平成13
年８月20日国土交通
省告示1366号の指
導監督指針に基づき、
指導監督指針全12
項目を充たす教育を１
年に１回以上行うこと
とする。

【初任運転者の指導時間（国交省告示）】     
□一般的な指導及び監督内容12項目全て実施     
□上記内容を座学および実車を用いることにより実施：15時間以上  
□実際に事業用トラックを運転させ、安全な運転方法を指導：20時間以上



12 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。

運行管理等Ⅲ 運行管理等Ⅲ

47 48

①事故惹起運転者
　・死者又は重傷者を生じた交通事故を起こした運転者
　・軽傷者を生じた交通事故を起こし、かつ、事故前の３年間に別の交通事故を起こしたことがある運転者

※指導時間：①から⑤まで合計６時間以上実施。⑥については可能な限り実施。
※適性診断（特定診断Ⅰ・Ⅱ）の受診。

②初任運転者
　・運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者
　　（ただし、自社において初めて事業用自動車に乗務する前の３年間に他の一般貨物自動車運送事業者で運転者として

常時選任されたことがある場合を除く）
　　◆一般的な指導及び監督内容を実施【前掲内容】
　　◆上記内容を座学および実車を用いることにより実施　→　15時間以上
　　　※積載方法、日常点検および車高等の事業用自動車の構造上の特性に関しては実車を用いて指導
　　◆実際に事業用自動車を運転させ、安全な運転方法を指導　→　20時間以上

　※適性診断（初任診断）の受診。（国土交通大臣が認定する機関）
　○実施時期：事故惹起運転者は事故後、再度事業用自動車に乗務する前に実施。
　　初任運転者は雇入れ後の乗務前に実施。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後１か月以内に

実施。

　◎初任運転者の事故歴の把握
　　新たに雇い入れた運転者については、雇い入れる前、過去３年間の事故歴を把握する。
　　無事故無違反証明書又は運転記録証明書（自動車安全運転センター交付）により把握。

③高齢運転者（65歳以上）
　適性診断（適齢診断）の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の
安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。

　○実施時期：高齢運転者は、適性診断の結果が判明した後、１か月以内に実施。適性診断の受診時期は65歳に達した
日以降１年以内に受診。その後３年以内ごとに受診。

　貨物自動車運送事業者は、交通事故を引き起こした事業用自動車の運転者についてはその再発防止を図り、また、
事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能や知識を十分に習得していない新たに雇い入
れた運転者、および、加齢に伴い身体機能が変化しつつある高齢者の運転者について、交通事故の未然防止を図る
ためには、これら特定の運転者に対しては、よりきめ細かな指導を実施する必要があります。そこで、特定の運転者
に対して行う特別な指導の目的は、個々の運転者の状況に応じ、適切な時期に十分な時間を確保して事業用自動車
の運行の安全を確保するために下記の必要な事項の指導をお願い致します。
　※新たに雇い入れた運転者（他社から転職した者を含む）については、その者の事故歴（過去３年間）を把握する

ため「運転記録証明書」を入手して下さい。

特定の運転者に対する特別な指導 《重点指導項目》

①トラックの運行の安全の確保に関する法令等
②交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策
③交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
④交通事故を防止するために留意すべき事項
⑤危険の予測及び回避
⑥安全運転の実技

乗務員教育記録

検  

印

指導主任者 運行管理者
自　　　　  時　　 　　分 ～ 至 　　　　時　　  　　分

年 月 日実施年月日
時　　　間
場　　　所
指　導　者
営 業 所 名

指
導
教
育
及
び
監
督
の
内
容

（
平
成
13
年
８
月
20
日
国
土
交
通
省
告
示
１
３
６
６
号
指
導
及
び
監
督
の
指
針
）

●
書
類
保
管
期
間
：
３
年
間

□一般の乗務員に対する指導
□初任運転者に対する特別な指導

□１.   トラックを運転する場合の心構え
□２.   トラックの運行の安全を確保するために

遵守すべき基本的事項
□３.   トラックの構造上の特性
□４.   貨物の正しい積載方法
□５.   過積載の危険性
□６.   危険物を運搬する場合に留意すべき事項
□７.   適切な運行の経路とその道路交通の状況
□８.   危険の予測及び回避
□９.   運転者の運転適性に応じた安全運転
□10. 交通事故の生理的・心理的要因と

対処方法
□１１. 健康管理の重要性
□１２. 安全性の向上を図るための装置を備える

事業用自動車の適切な運転方法

□事故惹起者に対する特別な指導 ■教育内容・資料等
　【下記欄記載】

□１.   トラックの運行の安全の確保に
関する法令等

□２.   交通事故の実例の分析に基づく
再発防止対策

□３.   交通事故に関わる運転者の生理
的及び心理的要因並びにこれらへ
の対処方法

□４.   交通事故を防止するために留意
すべき事項

□５.   危険の予測及び回避
□６.   安全運転の実技

□適齢診断（65歳以上）の結果を踏まえ、
加齢に伴う身体機能の変化に応じたト
ラックの安全な運転方法について乗務
員自ら考えるような指導

【指導時間】 １～５を合計６時間以上実施。
　　　　　 ６については可能な限り実施。

□高齢運転者に対する特別な指導

●教育について
　基本的には、平成13
年８月20日国土交通
省告示1366号の指
導監督指針に基づき、
指導監督指針全12
項目を充たす教育を１
年に１回以上行うこと
とする。

【初任運転者の指導時間（国交省告示）】     
□一般的な指導及び監督内容12項目全て実施     
□上記内容を座学および実車を用いることにより実施：15時間以上  
□実際に事業用トラックを運転させ、安全な運転方法を指導：20時間以上
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13 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

○特定・適齢診断受診者のみなし特例
　①新規採用運転者が事故惹起運転者に該当した場合及び事故惹起運転者に該当し、かつ65歳以上である場合には、上

記表の適性診断（特定診断Ⅰ又はⅡ）を受診によって、それぞれ初任・適齢診断を受診したものとみなすことができる。
　②運転者として新たに雇い入れた者が65歳以上である場合には、適齢診断を受診させたことをもって、初任診断を受

診させたものとみなすことができる。

受診が義務付けられている適性診断は以下の３種類です。 《重点指導項目》
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1
1
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意

1
2
．安

全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
を
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事
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用
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の
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境
問
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エ
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ド
ラ
イ
ブ
指
導
、急

発
進
・
急
加
速
の
禁
止

対　　象　　者 受　診　時　期

初任診断

適齢診断

特定診断Ⅰ

特定診断Ⅱ

運転者として常時選任するために新たに雇い入れ
た方（当該貨物自動車運送事業者において初めて事
業用自動車に乗務する前３年間に初任運転者のため
の適性診断を受診したことがある方を除く）

貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動
車に乗務する前に国土交通大臣が認定した適性診
断を受診。ただし、やむを得ない事情がある場合に
は、乗務を開始した後１か月以内に受診 

死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、か
つ、当該事故前の１年間に交通事故を引き起こした
ことがない方及び軽傷者を生じた交通事故を引き
起こし、かつ、当該事故前の３年間に交通事故を引
き起こしたことがある方

交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗
務する前に国土交通大臣が認定した適性診断を受
診。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗
務を開始した後１か月以内に受診

死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、か
つ、当該事故前の１年間に交通事故を引き起こした
ことがある方

・最新の認定機関（検索）→ 【国土交通省　適性診断　認定機関】
　https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html
・自動車事故対策機構京都支所　京部市伏見区竹田向代町51－5　京都自動車会館４階
　電話075-694-5878　Fax 075-694-5875
・山城自動車教習所　京都府綴喜郡井手町多賀西北河原49
　電話0774-82-2165　Fax 0774-82-5268
・ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社　関西研修センター
　大阪市住之江区南港北2-1-10ＡＴＣビルＩＴＭ棟５Ｆ
　電話06-6613-1800　Fax 06-6613-1810
・網野自動車教習所　京都府京丹後市網野町下岡522
　電話0772-72-2633　Fax 0772-72-5009

交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗
務する前に国土交通大臣が認定した適性診断を受
診。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗
務を開始した後１か月以内に受診 

65才に達した日以降１年以内に１回国土交通大臣
が認定した適性診断を受診。その後３年以内ごとに
１回受診 

65才以上の運転者の方

特

　定

　診

　断

詳細は右記へ
お問合せ下さい
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13 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

○特定・適齢診断受診者のみなし特例
　①新規採用運転者が事故惹起運転者に該当した場合及び事故惹起運転者に該当し、かつ65歳以上である場合には、上

記表の適性診断（特定診断Ⅰ又はⅡ）を受診によって、それぞれ初任・適齢診断を受診したものとみなすことができる。
　②運転者として新たに雇い入れた者が65歳以上である場合には、適齢診断を受診させたことをもって、初任診断を受

診させたものとみなすことができる。

受診が義務付けられている適性診断は以下の３種類です。 《重点指導項目》
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た方（当該貨物自動車運送事業者において初めて事
業用自動車に乗務する前３年間に初任運転者のため
の適性診断を受診したことがある方を除く）

貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動
車に乗務する前に国土交通大臣が認定した適性診
断を受診。ただし、やむを得ない事情がある場合に
は、乗務を開始した後１か月以内に受診 

死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、か
つ、当該事故前の１年間に交通事故を引き起こした
ことがない方及び軽傷者を生じた交通事故を引き
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診。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗
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死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、か
つ、当該事故前の１年間に交通事故を引き起こした
ことがある方

・最新の認定機関（検索）→ 【国土交通省　適性診断　認定機関】
　https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html
・自動車事故対策機構京都支所　京部市伏見区竹田向代町51－5　京都自動車会館４階
　電話075-694-5878　Fax 075-694-5875
・山城自動車教習所　京都府綴喜郡井手町多賀西北河原49
　電話0774-82-2165　Fax 0774-82-5268
・ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社　関西研修センター
　大阪市住之江区南港北2-1-10ＡＴＣビルＩＴＭ棟５Ｆ
　電話06-6613-1800　Fax 06-6613-1810
・網野自動車教習所　京都府京丹後市網野町下岡522
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交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗
務する前に国土交通大臣が認定した適性診断を受
診。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗
務を開始した後１か月以内に受診 

65才に達した日以降１年以内に１回国土交通大臣
が認定した適性診断を受診。その後３年以内ごとに
１回受診 

65才以上の運転者の方
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詳細は右記へ
お問合せ下さい



1 整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされて
いるか。

2 整備管理者が選任され、届出されているか。

3 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。

車両管理等Ⅳ

51 52

整備管理者の資格要件
　①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して２年以上の実務の

経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者
　②自動車整備士技能試験に合格した者（１級、２級、又は３級）

整備管理者には以下の権限を与えなければなりません。
　①日常点検の実施方法を定めること
　②日常点検の結果に基づき運行の可否を決定する
　③定期点検を実施すること
　④日常点検、定期点検のほか、随時必要な点検を実施する
　⑤点検の結果必要な整備を実施する
　⑥定期点検等の実施計画を定める
　⑦車両の点検整備記録簿等整備に関する記録を管理する
　⑧自動車車庫を管理する
　⑨整備管理業務を処理するため運転者、整備員等を指導し、監督する

整備管理者は、整備管理規程を定め、業務を執行しなければなりません。
整備管理規程には以下の内容が必要です。
　◇上記①～⑨の権限が付与されていること
　◇整備管理者が与えられた権限に基づき、適切に業務を行うこと
　◇その他、適切な車両管理を行う体制であること

◎選任後研修：２年に１回受講義務
　　選任後研修は、選任後、自動車技術の進歩、環境変化や保安基準、法定点検項目の改正等の法令改正を周知すること
により、整備管理者の能力を維持・向上させるために行われます。選任者は２年に１回当該研修の受講義務があります。

　選任後研修修了証明書

　貨物自動車運送事業者等は、整備管理者の業務内容、地位等を明示し、自主的な車両管理体制を確立するため、
整備管理者の義務として掲げる事項の執行に係わる基準に関する規程を策定しなければなりません。

《重点指導項目》

車両管理等Ⅳ

見本



1 整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされて
いるか。

2 整備管理者が選任され、届出されているか。

3 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。

車両管理等Ⅳ

51 52

整備管理者の資格要件
　①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して２年以上の実務の

経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者
　②自動車整備士技能試験に合格した者（１級、２級、又は３級）

整備管理者には以下の権限を与えなければなりません。
　①日常点検の実施方法を定めること
　②日常点検の結果に基づき運行の可否を決定する
　③定期点検を実施すること
　④日常点検、定期点検のほか、随時必要な点検を実施する
　⑤点検の結果必要な整備を実施する
　⑥定期点検等の実施計画を定める
　⑦車両の点検整備記録簿等整備に関する記録を管理する
　⑧自動車車庫を管理する
　⑨整備管理業務を処理するため運転者、整備員等を指導し、監督する

整備管理者は、整備管理規程を定め、業務を執行しなければなりません。
整備管理規程には以下の内容が必要です。
　◇上記①～⑨の権限が付与されていること
　◇整備管理者が与えられた権限に基づき、適切に業務を行うこと
　◇その他、適切な車両管理を行う体制であること

◎選任後研修：２年に１回受講義務
　　選任後研修は、選任後、自動車技術の進歩、環境変化や保安基準、法定点検項目の改正等の法令改正を周知すること
により、整備管理者の能力を維持・向上させるために行われます。選任者は２年に１回当該研修の受講義務があります。
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4 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。

○点検要領
　①点検は、１日１回その運行前に行う。
　②点検の前に、前日の運行中に異常があったか又は修理があったかを確認する。
　③点検には下図の点検順序に従い日常点検表を用いて行うこと。
　④点検の結果、良は✓印　否はＸ印を確実に記入すること。
　⑤点検終了後は、整備管理者（又は補助者）に点検結果を報告し運行の可否決定を受けその結果を運行管理者に報告

すること。

○異常時の処置と記録
　①点検時あるいは運行中において異常箇所を発見した場合は直ちに整備管理者（又は補助者）に報告し、修理を必ず受

けること。
　②前日の運行においての異常箇所の処理については点検時に必ず確認し、異常箇所のなかった場合もその旨をチェック

すること。
　③運行中に異常が発生した場合は直ちに運行を中止し、整備管理者等に連絡するとともにその指示に従うこと。

○乗務の引継ぎ
　乗務を引継ぐときは、車両の状態について交替する運転者に通告するとともに、乗務するときには当該車両のかじ取り、
制動装置その他重要な部分の機能について点検すること。

○点検の結果の報告
　点検終了後は、整備管理者又は補助者に点検結果を報告し確認を受けなければなりません。なお、補助者が結果を確認
した場合は後で管理者が確認しなければなりません。

　事業用自動車は、１日１回、運行前に目視等により自動車を点検するように定められています。点検の結果不良箇
所があった場合には、必要な整備をしてから運行を開始しなければなりません。運行前の日常点検は、貨物自動車運
送事業にとっては欠くことのできない重要な業務です。
　このため整備管理者は、法の定めにより、その業務として運転者又は整備担当者が点検した結果により、自動車の
運行の可否を決定する義務があります。
　また運行管理者は乗務前の点呼において、点検の実施又はその確認を行うことが義務付けられています。

日　常　点　検

○日常点検の順序
　①点検前（前日迄の異常箇所）
　②車のまわりを一周しながら

③キャブをティルト ④キャブをおろし
　運転席に座り

⑤エンジンを始動して

●事業者は、自動車の走行距離、運行時の状態等か
ら判断した適切な時期に、国土交通省令で定める
技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置
の作動その他日常的に点検すべき事項について、
目視等により自動車を点検しなければならない。

●事業者は、１日１回、その運行の開始において、
日常点検すべき事項について点検をしなければな
らない。

●事業者は、点検の結果、自動車が保安基準に適合
しないおそれがある状態又は適合しない状態の場
合には、保安基準に適合させるために必要な整備
をしなければならない。

（注）①（※１）走行距離、運行時の状態等から判断
　　　②（※２）車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る

自動車点検項目

①ブレーキ

1．ブレーキ・ペダルの踏みしろ、ブレーキの効き
2．ブレーキの液量
3．空気圧力の上がり具合
4．ブレーキ・バルブからの排気音
5．駐車ブレーキ・レバーの引きしろ

②タイヤ

　　 　１．タイヤの空気圧　　　　　　　２．亀裂及び損傷
　　　 ３．異状な摩耗　　　　　（※１）４．溝の深さ
（※２）５．ディスク・ホイールの取付状態
（※２）６.　スペアタイヤ

④原動機

（※１）１．冷却水の量
（※１）２．ファン・ベルトの張り具合、ファン・ベルトの損傷
（※１）３．エンジン・オイルの量
（※１）４．原動機のかかり具合、異音
（※１）５．低速及び加速の状態

⑥ウインド・ウォッシャ
　及びワイパー

（※１）１．ウインド・ウォッシャの液量・噴射状態
（※１）２．ワイパーの払拭状態

⑤灯火装置及び方向指示器 点灯又は点滅具合、汚れ及び損傷

⑦エア・タンク エア・タンクの凝水

⑧運行において異状が
　認められた箇所

当該箇所の異状

③バッテリ （※１）液量

点 検 箇 所 点 検 内 容ポイント
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5 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、
点検整備記録簿等が保存されているか。

○定期点検について
　自動車運送事業用自動車の使用者は、定期点検基準別表に定める内容の点検を３か月ごとに実施しなければいけません。

○点検整備記録薄
　自動車の使用者は、点検整備の記録を車両に備え置き、３か月点検を実施した際は下記の事項を記載しなければなりま
せん。

　①点検の年月日
　②点検の結果
　③整備の概要
　④整備を完了した年月日
　⑤その他国土交通省令で定める事項（自動車点検基準第４条）
　　（自動車登録番号、点検時の総走行距離、点検整備の実施者氏名及び住所）

○書類保存期間：１年間

○点検整備計画

　事業用自動車については、自動車点検基準に定められた技術基準の点検項目及び走行距離や使用の条件を考慮し
た点検を実施しなければならないことが義務付けられています。
　自動車点検基準には、『３か月点検』、『12か月点検』の各点検時に実施すべき点検項目が定められており、実施した
点検整備の結果は、点検整備記録簿に所要事項をもれなく記載しそれを保存しなければなりません。
　なお、あらかじめ年間を通じての点検整備計画を立て、予定実施表を社内に掲示して周知徹底を図るようにします。

《重点指導項目》
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別表　事業用自動車等の定期点検基準 別表　事業用自動車等の定期点検基準

点検項目
点検時期 ３ケ 月 ごと １２ケ月ごと

（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

か
じ
取
り
装
置

ハンドル

（*２）緩み、がた及び損傷

（*２）連結部のがた

        １ ベルトの緩み及び損傷
（*２） ２ 油漏れ及び油量

取付けの緩み

ホイール・アライメント

操作具合

１ 油漏れ
２ 取付けの緩み

ボール・ジョイントのダスト・ブーツの
亀裂及び損傷

１ 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
２ ブレーキの効き具合

１ 引きしろ
２ ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

液量

ロッドのストローク

１ ドラムとライニングとのすき間
（*２） ２ シューの摺動部分及び

ライニングの摩耗

（*２）１ ディスクとパッドとのすき間
（*２）２ パッドの摩耗

１ ドラムの取付けの緩み
２ ドラムとライニングとのすき間

（*２） １ タイヤの状態
２ ホイール・ナット及びホイール・
   ボルトの緩み

（*２）３ フロント・ホイール・ベアリングの
がた

１ ライニングの摩耗
２ ドラムの摩耗及び損傷

機能

ディスクの摩耗及び損傷

バック・プレートの状態

ドラムの摩耗及び損傷

摩耗

１ エア・クリーナの詰まり
２ 機能

機能

機能

機能、摩耗及び損傷

（*３） １ ホイール・ナット及びホイール・ボルト
の損傷

２ リム、サイド・リング及びディスク・
ホイールの損傷

３ リヤ・ホイール・ベアリングのがた

ギヤ・ボックス

ロッド及びアーム類

ナックル

かじ取り車輪

パワー・ステアリング装置

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ機構

ホース及びパイプ

リザーバ・タンク

マスタ・シリンダ、ホイール・
シリンダ及びディスク・
キャリパ 

ブレーキ・バルブ、クイック・
レリーズ・バルブ及びリレー・
バルブ

ブレーキ・チャンバ

倍力装置

ブレーキ・カム

ブレーキ・ドラム及び
ブレーキ・シュー

バック・プレート

ブレーキ・ディスク及び
パッド 

センタ・ブレーキ・ドラム及び
ライニング

二重安全ブレーキ機構

ホイール

制

　動

　装

　置

走  

行  

装  

置

リーフ・サスペンション

点検項目
点検時期 ３ケ 月 ごと １２ケ月ごと

（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

コイル・サスペンション

エア・サスペンション

ショック・アブソーバ

クラッチ

トランスミッション及び
トランスファ

プロペラ・シャフト及び
ドライブ・シャフト

デファレンシャル

点火装置

バッテリ

電気配線

本体

潤滑装置

燃料装置

冷却装置

スプリングの損傷

１ エア漏れ
（*２） ２ ベローズの損傷
（*２） ３ 取付部及び連結部の緩み及び損傷

油漏れ及び損傷

１ ペダルの遊び及び切れたときの床板との
すき間

２ 作用
３ 液量 

（*２）油漏れ及び油量

（*２）油漏れ及び油量

（*２）（*４） １ 点火プラグの状態
２ 点火時期

ターミナル部の接続状態

接続部の緩み及び損傷

（*２） １ エア・クリーナ・エレメントの状態
２ 低速及び加速の状態
３ 排気の状態

油漏れ

燃料漏れ

ファン・ベルトの緩み及び損傷

取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

１ スプリングの損傷
２ 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

レベリング・バルブの機能

１ 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
２ 継手部のがた
３ センタ・ベアリングのがた

ディストリビュータのキャップの状態

シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の
締付状態

水漏れ

緩
衝
装
置

動
力
伝
達
装
置

電
気
装
置

原
動
機

しゅう
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別表　事業用自動車等の定期点検基準 別表　事業用自動車等の定期点検基準
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（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

か
じ
取
り
装
置

ハンドル

（*２）緩み、がた及び損傷

（*２）連結部のがた

        １ ベルトの緩み及び損傷
（*２） ２ 油漏れ及び油量

取付けの緩み

ホイール・アライメント

操作具合

１ 油漏れ
２ 取付けの緩み

ボール・ジョイントのダスト・ブーツの
亀裂及び損傷

１ 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
２ ブレーキの効き具合

１ 引きしろ
２ ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

液量

ロッドのストローク

１ ドラムとライニングとのすき間
（*２） ２ シューの摺動部分及び

ライニングの摩耗

（*２）１ ディスクとパッドとのすき間
（*２）２ パッドの摩耗

１ ドラムの取付けの緩み
２ ドラムとライニングとのすき間

（*２） １ タイヤの状態
２ ホイール・ナット及びホイール・
   ボルトの緩み

（*２）３ フロント・ホイール・ベアリングの
がた

１ ライニングの摩耗
２ ドラムの摩耗及び損傷

機能

ディスクの摩耗及び損傷

バック・プレートの状態

ドラムの摩耗及び損傷

摩耗

１ エア・クリーナの詰まり
２ 機能

機能

機能

機能、摩耗及び損傷

（*３） １ ホイール・ナット及びホイール・ボルト
の損傷

２ リム、サイド・リング及びディスク・
ホイールの損傷

３ リヤ・ホイール・ベアリングのがた

ギヤ・ボックス

ロッド及びアーム類

ナックル

かじ取り車輪

パワー・ステアリング装置

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ機構

ホース及びパイプ

リザーバ・タンク

マスタ・シリンダ、ホイール・
シリンダ及びディスク・
キャリパ 

ブレーキ・バルブ、クイック・
レリーズ・バルブ及びリレー・
バルブ

ブレーキ・チャンバ

倍力装置

ブレーキ・カム

ブレーキ・ドラム及び
ブレーキ・シュー

バック・プレート

ブレーキ・ディスク及び
パッド 

センタ・ブレーキ・ドラム及び
ライニング

二重安全ブレーキ機構

ホイール

制

　動

　装

　置

走  

行  

装  

置

リーフ・サスペンション

点検項目
点検時期 ３ケ 月 ごと １２ケ月ごと

（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

コイル・サスペンション

エア・サスペンション

ショック・アブソーバ

クラッチ

トランスミッション及び
トランスファ

プロペラ・シャフト及び
ドライブ・シャフト

デファレンシャル

点火装置

バッテリ

電気配線

本体

潤滑装置

燃料装置

冷却装置

スプリングの損傷

１ エア漏れ
（*２） ２ ベローズの損傷
（*２） ３ 取付部及び連結部の緩み及び損傷

油漏れ及び損傷

１ ペダルの遊び及び切れたときの床板との
すき間

２ 作用
３ 液量 

（*２）油漏れ及び油量

（*２）油漏れ及び油量

（*２）（*４） １ 点火プラグの状態
２ 点火時期

ターミナル部の接続状態

接続部の緩み及び損傷

（*２） １ エア・クリーナ・エレメントの状態
２ 低速及び加速の状態
３ 排気の状態

油漏れ

燃料漏れ

ファン・ベルトの緩み及び損傷

取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

１ スプリングの損傷
２ 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

レベリング・バルブの機能

１ 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
２ 継手部のがた
３ センタ・ベアリングのがた

ディストリビュータのキャップの状態

シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の
締付状態

水漏れ

緩
衝
装
置

動
力
伝
達
装
置

電
気
装
置

原
動
機

しゅう
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別表　事業用自動車等の定期点検基準 被牽引自動車の定期点検基準

点検項目
点検時期 ３ケ 月 ごと

１２ケ月ごと
（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

ば
い
煙
、
悪
臭
の
あ
る
ガ
ス
、有
害
な
ガ
ス
等
の
発
散
防
止
装
置

ブローバイ・ガス還元装置

燃料蒸発ガス排出抑止装置

一酸化炭素等発散防止装置

警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、
デフロスタ及び施錠装置

エグゾースト・パイプ及びマフラ

エア・コンプレッサ

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

車枠及び車体

（*２）取付けの緩み及び損傷

エア・タンクの凝水

導管及び継手部のガス漏れ及び損傷

１ 非常口の扉の機能
２ 緩み及び損傷
（*３）３ スペアタイヤ取付装置の緩み、

がた及び損傷
（*３） ４ スペアタイヤの取付状態
（*３） ５ ツールボックスの取付部の緩み及び

損傷

作用

マフラの機能

コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ
及びアンローダ・バルブの機能

ガス容器取付部の緩み及び損傷

（*１）座席ベルトの状態

（*５）（*６）車載式故障診断装置の診断の結果

機能

連結装置

座席

開扉発車防止装置

その他 シャシ各部の給油脂状態

１ メターリング・バルブの状態
２ 配管の損傷 ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ機構

ホース及びパイプ

ブレーキ・チャンバ

ブレーキの効き具合

１ 引きしろ 
２ ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

ロッドのストローク 機能

機能

摩耗

ドラムの摩耗及び損傷

バック・プレートの状態

ディスクの摩耗及び損傷

（*２） １ ホイール・ナット及びホイール・ボル
トの損傷

２ リム、サイド・リング及びディスク・ホ
イールの損傷

３ ホイール・ベアリングのがた

取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

レベリング・バルブの機能

リレー・エマージェンシ・
バルブ

ブレーキ・カム

ブレーキ・ドラム及び
ブレーキ・シュー

バック・プレート

ブレーキ・ディスク及び
パッド 

エア・サスペンション

ホイール

リーフ・サスペンション

ショック・アブソーバ

エア・コンプレッサ

車枠及び車体

その他

連結装置

エア・タンクの凝水 

１ 緩み及び損傷
（*２） ２ スペアタイヤ取付装置の緩み、がた

及び損傷
（*２） ３ スペアタイヤの取付状態
（*２） ４ ツールボックスの取付部の緩み及び

損傷 

接続部の緩み及び損傷

油漏れ及び損傷

スプリングの損傷

１ エア漏れ
（*１） ２ ベローズの損傷
（*１） ３ 取付部及び連結部の緩み並びに損傷

（*１） １ タイヤの状態
２ ホイール・ナット及びホイール・ボ

ルトの緩み

（*１） １ ディスクとパッドとのすき間
（*１） ２ パッドの摩耗

１ ドラムとライニングとのすき間
（*１） ２ シューの摺動部分及びライニングの

摩耗

シャシ各部の給油脂状態

電気配線

１ 配管等の損傷
２ チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
３ チェック・バルブの機能

１ 触媒反応方式等排出ガス減少装置の
取付けの緩み及び損傷

２ 二次空気供給装置の機能
３ 排気ガス再循環装置の機能
４ 減速時排気ガス減少装置の機能
５ 配管の損傷及び取付状態

制
動
装
置

走
行
装
置

緩
衝
装
置

電
気
装
置

点検項目
点検時期 ３ケ 月 ごと １２ケ月ごと

（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

（注）①（*１）印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。
②（*２）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が３月当たり２千キロメートル以下の自動車
については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。

③（*３）印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
④（*４）印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
⑤（*５）印の点検は、大型特殊自動車を除く。
⑥（*６）印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ（かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるもの
に限る。）、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示（道路運送車両の保安基準（昭和26年
運輸省令第74号）に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。）の点検をもって代えることができる。

（注）①（*１）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が３月当たり２千キロメートル以下の
自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。

　　②（*２）印の点検は、車両総重量８トン以上の自動車に限る。

１ カプラの機能及び損傷
２ ピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷

き

１ カプラの機能及び損傷
２ キング・ピン及びルネット・アイの摩耗、
亀裂及び損傷
き

しゅう
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別表　事業用自動車等の定期点検基準 被牽引自動車の定期点検基準

点検項目
点検時期 ３ケ 月 ごと

１２ケ月ごと
（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

ば
い
煙
、
悪
臭
の
あ
る
ガ
ス
、有
害
な
ガ
ス
等
の
発
散
防
止
装
置

ブローバイ・ガス還元装置

燃料蒸発ガス排出抑止装置

一酸化炭素等発散防止装置

警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、
デフロスタ及び施錠装置

エグゾースト・パイプ及びマフラ

エア・コンプレッサ

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

車枠及び車体

（*２）取付けの緩み及び損傷

エア・タンクの凝水

導管及び継手部のガス漏れ及び損傷

１ 非常口の扉の機能
２ 緩み及び損傷
（*３）３ スペアタイヤ取付装置の緩み、

がた及び損傷
（*３） ４ スペアタイヤの取付状態
（*３） ５ ツールボックスの取付部の緩み及び

損傷

作用

マフラの機能

コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ
及びアンローダ・バルブの機能

ガス容器取付部の緩み及び損傷

（*１）座席ベルトの状態

（*５）（*６）車載式故障診断装置の診断の結果

機能

連結装置

座席

開扉発車防止装置

その他 シャシ各部の給油脂状態

１ メターリング・バルブの状態
２ 配管の損傷 ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ機構

ホース及びパイプ

ブレーキ・チャンバ

ブレーキの効き具合

１ 引きしろ 
２ ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

ロッドのストローク 機能

機能

摩耗

ドラムの摩耗及び損傷

バック・プレートの状態

ディスクの摩耗及び損傷

（*２） １ ホイール・ナット及びホイール・ボル
トの損傷

２ リム、サイド・リング及びディスク・ホ
イールの損傷

３ ホイール・ベアリングのがた

取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

レベリング・バルブの機能

リレー・エマージェンシ・
バルブ

ブレーキ・カム

ブレーキ・ドラム及び
ブレーキ・シュー

バック・プレート

ブレーキ・ディスク及び
パッド 

エア・サスペンション

ホイール

リーフ・サスペンション

ショック・アブソーバ

エア・コンプレッサ

車枠及び車体

その他

連結装置

エア・タンクの凝水 

１ 緩み及び損傷
（*２） ２ スペアタイヤ取付装置の緩み、がた

及び損傷
（*２） ３ スペアタイヤの取付状態
（*２） ４ ツールボックスの取付部の緩み及び

損傷 

接続部の緩み及び損傷

油漏れ及び損傷

スプリングの損傷

１ エア漏れ
（*１） ２ ベローズの損傷
（*１） ３ 取付部及び連結部の緩み並びに損傷

（*１） １ タイヤの状態
２ ホイール・ナット及びホイール・ボ

ルトの緩み

（*１） １ ディスクとパッドとのすき間
（*１） ２ パッドの摩耗

１ ドラムとライニングとのすき間
（*１） ２ シューの摺動部分及びライニングの

摩耗

シャシ各部の給油脂状態

電気配線

１ 配管等の損傷
２ チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
３ チェック・バルブの機能

１ 触媒反応方式等排出ガス減少装置の
取付けの緩み及び損傷

２ 二次空気供給装置の機能
３ 排気ガス再循環装置の機能
４ 減速時排気ガス減少装置の機能
５ 配管の損傷及び取付状態

制
動
装
置

走
行
装
置

緩
衝
装
置

電
気
装
置

点検項目
点検時期 ３ケ 月 ごと １２ケ月ごと

（３ケ月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

（注）①（*１）印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。
②（*２）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が３月当たり２千キロメートル以下の自動車
については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。

③（*３）印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
④（*４）印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
⑤（*５）印の点検は、大型特殊自動車を除く。
⑥（*６）印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ（かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるもの
に限る。）、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示（道路運送車両の保安基準（昭和26年
運輸省令第74号）に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。）の点検をもって代えることができる。

（注）①（*１）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が３月当たり２千キロメートル以下の
自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。

　　②（*２）印の点検は、車両総重量８トン以上の自動車に限る。

１ カプラの機能及び損傷
２ ピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷

き

１ カプラの機能及び損傷
２ キング・ピン及びルネット・アイの摩耗、
亀裂及び損傷
き

しゅう
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「モデル　就業規則」は、全日本トラック協会より紹介されています。
　全日本トラック協会ホームページよりご利用下さい。（下記ＵＲＬ）
　https://jta.or.jp/member/rodo/office_regulation2020.html
　https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/shugyo-kisoku-brochure2020_0615.pdf

○必ず記載しなければならない事項
　①労働時間に関する事項（始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等）
　②賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
　③退職に関する事項（解雇の事由を含む）

○定めをする場合は、記載しなければならない事項
　①退職手当に関する事項
　②臨時の賃金（賞与）・最低賃金額に関する事項
　③食費・作業用品などの負担に関する事項
　④安全衛生に関する事項
　⑤職業訓練に関する事項
　⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
　⑦表彰、制裁に関する事項
　⑧その他全労働者に適用される事項

○労働基準監督署への届出書（届出書、意見書、変更部分書類）

　労働者が事業場で働く上で守らなければならない規則や始業・終業の時刻や賃金といった労働条件について定め
た規則のことです。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署へ届
け出なければなりません。また、届出内容に変更があったときは、変更届を提出するよう義務付けられています。
　なお、届け出にあたっては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表す
る者の意見書が添付されていることが必要です。

2 36協定が締結され、届出されているか。

○協定する項目
　①時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
　②対象労働者の業務、人数（業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること）
　③休日労働を行う日とその始業・終業時間
　④有効期間

○更新：１年ごと　毎年更新届出が必要。

○36協定届
　様式

　労働基準法第36条の規定により、時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合
か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
　いわゆる「36協定」において労働時間の延長の限度等について、労働者の福祉、時間外労働の動向などを考慮し
て基準（告示）が定められています。
　「36協定」の内容は、労働基準法の規定のほか、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

３ 労働時間、休日労働について違法性はないか（運転時間を除く。）

労働基準法第35条「休日」
　①毎週少なくとも１日の休日か、４週間を通じて４日以上の休日を与えなければなりません。
　②休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
　③休日は、原則として暦日、すなわち、午前０時から午後12時までの24時間をいいます。

　トラック輸送の果たす社会的役割は大きなものがありますが、その一方で、いったん事故を起こせばその人的・物
的損害は多大なものとなります。過労運転を防止し、労働時間等の労働条件を改善するためには、トラック運送事業者
のみならず、荷主の皆様のご理解、ご協力が不可欠となりますので周知方お願い致します。

労基法等Ⅴ

《重点指導項目》

（１） （２） （３）

就業規則（ ）届

労働基準監督署長殿

年　　月　　日

　今回、別添のとおり当社の就業規則を制定（変更）いたしました

ので、従業員代表の意見書を添付のうえお届けします。

事業所の所在地

事業所の名称

使用者　氏名 ㊞

就業規則変更部分

会社名

新 旧

年　　月　　日

意　　見　　書

殿

　令和　　年　　月　　日付をもって意見を求められた就業規則案

について、下記のとおり意見を提出します。

記

従業員代表　　　　　　　　　　　　印

（選出の方法　　　　　　　　　　　　） 毎週１日の休日の場合

４週４日の休日の場合

１週 １週 １週 １週
休 休 休 休

休休休休休
４　週

４週４休を採用する場合は、就業規則などに
より４週の起算日を明らかにし、また、でき
る限り休日は特定してください。
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4 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正になされているか。

　事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、労働者に対して下記の項目について医師に健康診断を行わなけ
ればなりません。また雇入れる人が３か月以内に健康診断を受診しておりその人が健康診断の証明書を提出した場合
は、その項目は実施しなくても結構です。

《重点指導項目》①雇入れ時の健康診断

　事業者は常時使用する労働者に対し、１年以内に１回、定期的に下記の項目について医師による健康診断を実施しな
ければなりません。また、深夜業等の特定業務に従事する労働者に対してはその業務への配置換えの際、および６か
月以内に健康診断を実施しなければなりません。以下、健診項目です。※５年間保存

②定期健康診断

○健康診断実施時期：１年以内に１回
　※深夜業従事者（１か月当たり４回以上、22時～５時に従事する者）：半年に１回受診
○記録保存期間：５年

◆定期健康診断の検査項目◆
検査項目 省略基準

①
②

③

④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

既往歴・業務歴

血　圧
貧　血
肝機能
血中脂質
血　糖
心電図
尿

自覚症状・他覚症状

身長・体重・腹囲・
視力・聴力

胸部エックス線・
かくたん

必ず実施

身長：20歳以上は省略可
腹囲：次の場合は省略可
　　　・40歳未満の者（35歳の者は必ず実施）
　　　・妊娠中の女性などその範囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
　　　・ＢＭＩが20未満の者　※ＢＭＩ＝体重（㎏）／（身長（ｍ））²
　　　・ＢＭＩが22未満で、自分で腹囲を測定して申告した者

・結核・じん肺に関する一定の健康診断の対象者に該当しない40歳未満の者（20
歳、25歳、30歳、35歳の者は必ず実施）は、胸部エックス線検査は省略可

・胸部エックス線検査で所見がない者、上記により、胸部エックス線検査を省略した
者は、かくたん検査は省略可

必ず実施

40歳未満は省略可（35歳の者は必ず実施）

必ず実施

◆健康診断と事後措置の流れ◆

必要な措置について医師等から意見を聴く

就業上必要な措置を講ずる

衛生委員会等※へ医師等の意見を報告する

健康診断が終わったら

①労働者への健診結果の通知。
②「健康診断個人票」を作り、５年間保存。
③労働者数が常時50人以上の事業場は、
　「結果報告書」を所轄の監督署へ提出。

有所見

健康診断を実施

必要に応じて、労働者に医師・保健師等による
保健指導を受けさせる。

就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少など。

※衛生委員会のほか、安全衛生委員会、
　労働時間等設定改善委員会
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1 労災保険・雇用保険に加入・納付しているか。

2 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

法定福利費Ⅵ

　労働保険（労災保険及び雇用保険）は、労働者が災害を負った場合の保険給付及び労働者の雇用の安定のため
に、また、社会保険（健康保険及び厚生年金保険）は、労働者の医療保障及び生活の安定と老後の保障のために極
めて重要な役割を担うものです。以下、それぞれの保険についてご紹介致します。

法定福利費Ⅵ

①労災保険（労働者災害補償保険）
　労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、死亡した場合に本人や遺族の保護のため、
または社会復帰の促進に必要な保険料を支払うために設けられた制度です。労災保険の加入は、会社が所轄の労働基
準監督署に申請手続きを行います。

②雇用保険
　失業保険ともいわれ、失業した場合に支払われる保険です。保険料は、会社と折半で国に収められ、失業保険料は公
共職業安定所（八ローワーク）から支払われます。雇用保険適用事業所（１週間の所定労働時間が２０時間以上で、か
つ１年以上引き続き雇用する労働者を１人以上雇用する事業所）に勤めている人は、一般的に被保険者となります。雇
用保険の加入は、会社が所轄の労働基準監督署に申請手続きを行います。

③健康保険
　相互扶助の精神のもとに、病気やケガに備えて、収入に応じた保険料を出し合い、医療を受けたときに保険料から医
者に医療費を支払う仕組みです。国民皆保険制度により、誰もが医療費の一部（現在は３割）を負担することで、どこで
も医療を受けることができます。

④厚生年金保険
　厚生年金保険制度に加入している会社、工場、事業所などに勤務する７０歳未満の会社員は全員、自動的に厚生年金
保険に加入することになります。保険料は会社と従業員の折半で負担し、従業員の保険料は給料から天引きされます。
会社が天引きした保険料を、所轄の日本年金機構に納入します。

○短時間労働者の各保険適用範囲
　従業員101人以上の会社または、労使合意に基づき全従業員の1/2以上の同意を得た会社は下表の範囲となります。
※2024年10月より、従業員51人以上の会社または、労使合意に基づき全従業員の1/2以上の同意を得た会社も
同範囲となります（次頁参照）。

健康保険 厚生年金保険 労災保険 雇用保険

●1週間の所定労働時間が20時間以上（＊週
　所定労働時間が40時間の企業の場合）、かつ
●2か月を超える雇用見込みがあること

　1週間の所定労働時間が20時間未満

（※注1） （※注1）

※注１　適用条件として【月賃金88,000円以上】、【学生ではない】が含まれます。

正社員
準社員、契約社員、嘱託社員

季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者

健康保険 厚生年金保険 労災保険 雇用保険

健康保険 厚生年金保険 労災保険 雇用保険
法人事業所

個人事業所 ５人以上
５人未満

○各保険の被保険者適用範囲

○各保険の適用事業所
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法律改正により
パート・アルバイトの
社会保険の加入条件が
変わります。

H２.８.２３
H４.１.５

R４.０２
R４.０２

令和４

月額賃金が8.8万円以上

２か月を超える雇用の見込みがある
学生ではない

Check

週の所定労働時間が20時間以上
Check

Check

Check

新たな加入対象者は、
右の全てにチェックが入った
パート・アルバイトの方です。

新たな加入対象者

従業員数は以下のＡ＋Ｂの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」

フルタイムの
従業員数

Ａ
週労働時間がフルタイムの
３/４以上の従業員数

B

2022年９月まで

2022年10月～

2024年10月～

従業員数501人以上
の企業

従業員数101人以上
の企業

従業員数51人以上
の企業

継続して１年を超える雇用見込み

継続して２か月を超える雇用見込み

継続して２か月を超える雇用見込み

段
階
的
に
拡
大

適用拡大の内容・要件
従業員数 雇用期間

＋

一
二

3 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大



1 労災保険・雇用保険に加入・納付しているか。
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　平成18年10月1日より、全ての自動車運送事業者の皆さんは運輸安全マネジメントを実施し、輸送の安全性の
向上に努めなければなりません。 法律で安全管理規程等の作成義務がない事業者の皆さんにおいても同様です。 こ
うした事業者の皆さんにおかれましては、以下の事例を参考に、運輸安全マネジメントに積極的に取り組んで頂き、
安全性の更なる確保を図るようお願いします。以下、概要についてご紹介します。 

運輸安全マネジメントの実施

安全マネジメント実施項目（安全管理規程等義務付け事業者用）
　１．　経営トップの責務等
　２．　輸送の安全に関する基本的な方針等
　３．　輸送の安全に関する費用支出及び投資
　４．　輸送の安全に関する情報伝達・共有
　５．　事故情報等の収集及び活用
　６．　事故、災害等発生時の対応

  ７．　関係法令等の遵守の確保
  ８．　輸送の安全に関する教育・訓練
  ９．　安全管理体制に係る内部監査
１０.　マネジメントレビューと継続的改善
１１.　輸送の安全に関する書類の管理等

中小規模事業者用 「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」の例
経営トップ・安全統括責任者が確認して下さい。 

自己点検チェックポイント 判定 特記事項

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

代表者（経営者）は、法令を守ること、安全を最優先とすることなどの考え方を盛り込んだ安
全方針を作っているか。

代表者（経営者）は、安全方針を社内周知しているか。

代表者（経営者）又は安全統括責任者は、安全方針を実現するため、１年ごとに安全目標を
作っているか。

安全運行に努め、安全目標を達成したか。 

代表者（経営者）は、重大事故が発生した場合の対応方法を決めているか。

代表者（経営者）は、安全に必要な設備の更新・整備や人員の配置等を行っているか。

安全統括責任者は、安全方針を社内周知しているか。

安全統括責任者は、その職務を把握し、社員を指揮・指導し、安全目標の達成に向けた取組
みを積極的に行っているか。 
安全統括責任者は、代表者（経営者）との連絡を密にし、輸送の安全に関する情報を集め、
代表者（経営者）に報告しているか。

安全統括責任者は、安全管理の実施体制における各自の責任・役割を明確に定めているか。 

安全統括責任者は、安全管理の実施体制における各自の責任・役割は周知しているか。

自己点検チェックポイント 判定 特記事項

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

旅客又は荷主から輸送の安全に関する意見・要望を収集しているか。 

代表者（経営者）は、社員と直接話す機会を作り、安全に関する指示・指導をしたり、社員か
ら意見・要望を聴いたりしているか。

社内において、輸送の安全に関する定期的な話し合いを行っているか。 

関係法令や社内規則を遵守して、 安全運行しているか。

安全管理・運行管理に関する社内規程が適切に管理されているか（必要な部署への配付・
保管、改廃手続きの適切な実施と表示）。

（トラックの場合）下請事業者の輸送の安全を阻害することをしないようにしているか。

安全運行に必要な教育・訓練を定期的に実施しているか。

代表者（経営者）や安全統括責任者等は、外部が主催する運輸安全マネジメントに関する研
修等に参加しているか（社内教育の受講も含む）。

18及び19の教育・訓練等の実施状況を記録しているか。

事故が発生した場合、 代表者（経営者）まで事故の情報が現場から報告されるようになって
いるか。

発生した事故の再発防止策を考え、 実行しているか。

ヒヤリ・ハット情報を集め、 事故防止に活用しているか。

他社の事故事例などを集め、 自社の事故防止に活用しているか。

緊急通報・連絡先を少なくとも１年ごとに見直し、電話番号等に変更がないかどうか確認を
しているか。

21から25の実施状況を記録しているか。 

事故が発生した場合、 必要な報告を国土交通省にしているか。 

代表者（経営者）は、少なくとも年に１回は安全の確保に向けた取組状況（安全目標、安全
目標達成に向けた取組、安全管理の取組体制、情報の伝達体制、事故防止策、教育・訓練
等）を点検し、 問題があれば改善しているか。 

28の実施状況を記録しているか。

※『特記事項』欄には、自社で行っている取組みの概要や取組みが困難な理由・問題、前回のチェック時から改善した点などを記入。 

安全の確保の状況の点検の結果判明した問題とその解決のため対応した状況
判明した問題 実施日 解決のため対応した状況 

年           月          日

署名（代表者又は安全統括責任者）：

●車両数に関わらず全ての事業者が対象となる。

●事業者は、経営トップの責務を定めるとともに、輸送の安全を
確保するための組織体制を構築する。

●事業者は、輸送の安全が最も重要であることを基本とする事故
防止のための方針を策定し、全従業員に周知する。

●事業者は、その方針に基づいて事故防止のための目標の設定、
実施計画の作成を行う。

●実施計画を実施するとともにその状況をチェックし、改善すべ
き事故があった場合は直ちに是正する。

●経営者と従業員による意見交換等意思疎通を図り､目標値の設
定､実施計画に反映させる。

●輸送の安全に関する情報の記録及び保存方法を定め、管理する。

●運輸安全マネジメントの実施は、努力義務で、未実施の場合は
行政指導となり処分はありません。

ポイント 運輸安全マネジメントとは

安全性の向上のための計画を作成します。Plan

という手順を、経営トップや安全統括管理者のリーダーシップのもと、
継続的に繰り返すことにより、輸送の安全性の向上を図るものです。

計画に基づく安全対策を実施します。Do

実施したことによる効果を評価します。Check

改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施します。Act

輸送の安全確保に係るPDCAサイクル

安全性の向上
Plan

Check

DoAct

計画

評価

改善

経営トップ
安全統括管理者 安全管理

規程

実施
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年           月          日

署名（代表者又は安全統括責任者）：

●車両数に関わらず全ての事業者が対象となる。

●事業者は、経営トップの責務を定めるとともに、輸送の安全を
確保するための組織体制を構築する。

●事業者は、輸送の安全が最も重要であることを基本とする事故
防止のための方針を策定し、全従業員に周知する。

●事業者は、その方針に基づいて事故防止のための目標の設定、
実施計画の作成を行う。

●実施計画を実施するとともにその状況をチェックし、改善すべ
き事故があった場合は直ちに是正する。

●経営者と従業員による意見交換等意思疎通を図り､目標値の設
定､実施計画に反映させる。

●輸送の安全に関する情報の記録及び保存方法を定め、管理する。

●運輸安全マネジメントの実施は、努力義務で、未実施の場合は
行政指導となり処分はありません。

ポイント 運輸安全マネジメントとは

安全性の向上のための計画を作成します。Plan

という手順を、経営トップや安全統括管理者のリーダーシップのもと、
継続的に繰り返すことにより、輸送の安全性の向上を図るものです。

計画に基づく安全対策を実施します。Do

実施したことによる効果を評価します。Check

改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施します。Act

輸送の安全確保に係るPDCAサイクル

安全性の向上
Plan

Check

DoAct

計画

評価

改善

経営トップ
安全統括管理者 安全管理

規程

実施



・ 「輸送の安全確立は全てに優先する」
・ 「全社一丸となって事故を防止し、改善を続ける」
・ 「安全のため法令や規程を遵守して業務に当たる」

・ 「人身事故ゼロ 、 交通違反ゼロを達成する」
・ 「有責物損事故を対前年比○％以下に削減する」
・ 「交通違反ゼロ、貨物事故対前年比○％以下を達成する」
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・ 「安全方針ポスターを制作し、各営業所等に掲示する」
・ 「安全方針、目標等を携帯カードにして全従業員に配布する」
・ 「安全方針等をホームページに掲載する」
・ 「社内報や社員同報メール、社内ネット掲示板に掲載する」
・ 「現場ミーティング、安全会議などの冒頭で唱和を励行する」

・ 「２か月に１回、 乗務員対象の危険予測訓練を実施する」
・ 「毎月、 個人別に安全運転目標の提出を行う」
・ 「年４回、ドライブレコーダー活用の安全講習会を実施する」

的に取り組んでいきましょう。運輸安全マネジメントに積極
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様 式 の 記 載 要 領 ・ 記 載 例

目標達成状況
目標達成

目標達成できず

目標達成できず

結　果
人身事故0件
物損事故

対前年度8％減

速度超過違反2件

目　標
人身事故0件
物損事故

対前年度10％減
酒気帯び運転
速度超過撲滅

（例）○○年度

（例）○○年度

● わが社の安全に関する目標達成状況

● わが社の事故に関する情報 
  （自動車事故報告規則第2条に規定する事故）

● 輸送の安全に関する基本的な方針
・社長は輸送の安全に関する基本的な考え方を記載した、自社独自の
「安全方針」を定めます。

● 社内への周知方法
・「安全方針」が決まったら、運転者等に周知徹底し安全意識の高揚
に努めます。

● わが社における安全に関する情報交換方法等
・社長は運転者等と安全に関する意見交換を定期的に行い、安全意識
の向上に努めます。
・現場からのヒヤリ・ハット情報を収集し、事故防止に活かします。
・全ての運転者に対し、必要な能力の習得および技能の維持のための教
育・訓練を計画的に実施します。

● わが社の安全に関する反省事項 （○○年度もしくは○○期等の時期を定めて設定）
・社長は「安全方針・目標・計画」の取組状況を定期的にチェックし、安
全対策上の問題点を把握します。

● 反省事項に対する改善方法 （○○年度もしくは○○期等の時期を定めて設定）
・チェックした結果、安全上の問題点があれば、積極的に改善に取り組
みます。

● 安全方針に基づく目標 （○○年度もしくは○○期等の時期を定めて設定）
・「安全方針」の周知後、運転者等の意見も取り入れた「取組目標」を定め
ます。
・「安全目標」は、その達成状況がわかるよう可能な限り数値的なも
のとし、その安全目標を運転者等にも認識させます。
・前年度の「安全目標」の達成状況を分析して、次年度の「安全目標・
取組計画」へ活かします。

● 目標達成のための計画 （○○年度もしくは○○期等の時期を定めて設定）
・「安全目標」を達成するため、安全教育や車両の安全対策などの「安全
計画」を立てます。

● 輸送の安全に関する基本的な方針
・「輸送の安全はわが社の根幹」
・「安全運行はプロドライバーの社会的使命」

● 社内への周知方法
・「安全方針」を運転者等に配布するとともに本
社および営業所に掲示する。
・社内報や社内イントラ等への掲載。

● わが社における安全に関する情報交換方法等
・3ヶ月に1回、輸送の安全に関する意見交換会
を運転者等と開催する。
・ヒヤリ・ハット報告様式の簡略化およびドラ
イブレコーダーを活用して情報の収集・分析
を行う。
・ドライブレコーダーを活用して、管理者による
安全指導を実施する。

● わが社の安全に関する反省事項
・取組状況のチェックを10月に実施する。問題点等
の結果は後日、本社および営業所に掲示する。

● 反省事項に対する改善方法
・社内チェックにより把握した問題点について必要
な見直し・改善を行う。

● 安全方針に基づく目標
今年度の安全目標
・「人身事故ゼロを貫徹しよう！」
・「物損事故を対前年度比10％削減」
・「酒気帯び運転、速度超過の撲滅」

● 目標達成のための計画
今年度の安全計画
・安全教育計画：ヒヤリハット情報の報告会を
2ヶ月に1回行う。毎月安全運転講習を受講さ
せる。
・安全車両投資計画：デジタルタコグラフを全車
両の30％導入する。

（注）輸送の安全に係る行政処分を受けた場合には、法令に基づき遅滞なく当該処分の内容
　   および講じた措置等を本社および当該営業所に  掲示等により公表すること。

● わが社の事故に関する情報 
　（○○年度もしくは○○期等の自動車事故報告規則第2条に規定する事故を記載）
・社長は前年度の自動車事故報告規則で定める事故の総件数および
事故類型別の件数を掲示等により公表します。

毎年度等、下記の具体的な取組方策を定めたら社内及び営業
所内へ掲示するとともに、反省事項や改善方法については、後
日、改善措置等必要な方策を立てたときに掲示し直します。

毎年度、下記の取組状況を把握して社内及び営業所内へ掲示し
ます。なお、安全方針、安全目標、安全目標達成状況、自動車事故
報告規則で定める事故に関する統計は公表しなければなりません。

下記の内容を念頭におき、貴社ならではの「運輸安全マネジメント」
を実施しましょう。

下記の取り組みは参考事例です。貴社にふさ
わしい「運輸安全マネジメント」を、社長が中
心となり全社一丸となって実施してください。

● わが社の安全に関する目標達成状況
　（○○年度もしくは○○期等の達成状況を記載）
・社長は従業員とともに前年度の「安全目標」の達成状況を把握して掲
示等により公表します。

1
参照参照

2
参照参照

3
参照参照

4
参照参照

5
参照参照参照

2件
衝突2件
側面衝突1件（重傷者1名）
追突1件（重傷者1名）

重大事故発生件数
事 故 の 種 類

衝 突 の 状 態
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「安全方針」を定めます。

● 社内への周知方法
・「安全方針」が決まったら、運転者等に周知徹底し安全意識の高揚
に努めます。
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の向上に努めます。
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・前年度の「安全目標」の達成状況を分析して、次年度の「安全目標・
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下記の内容を念頭におき、貴社ならではの「運輸安全マネジメント」
を実施しましょう。
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※特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して１年以上あれば、大型免許及び中型免
許の運転免許試験を受けることができるようになりました【令和4年5月13日～】（次頁参照）。
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※特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して１年以上あれば、大型免許及び中型免
許の運転免許試験を受けることができるようになりました【令和4年5月13日～】（次頁参照）。
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令和4年5月13日施行の改正道路交通法による

改正前 改正後（令和４年５月13日～）

受験資格が得られる特別な教習を修了し、普通免許等の保有が１年以上あれば、19歳以上でも大型・中型免許が取得でき
るようになりました。

19歳から大型免許等の取得が可能に

「大型・中型免許取得の受験資格」が変わりました

受 

験 

資 

格

補
足 第二種免許取得者、自衛官等の受験資格の特例あり

〇大型免許
　…21歳以上かつ
　　普通免許等保有３年以上
〇中型免許
　…20歳以上かつ
　　普通免許等保有２年以上

〇特別な教習を修了した者
　19歳以上かつ普通免許等保有１年以上

免許取得前後の「安全対策」を整備

免許取得後免許取得前

内

　容

◇教習内容
　・技能録画（実車）
　・性格と運転の概要（座学)
　・運転適性検査の結果・録画映像に基づく
　　個別的指導（座学・実車）
　・危険予測・回避能力の養成に資する指導
　　（座学・実車）
◇時限数…36時限以上（適性・技能）
◇指導員…

◇講習時間…９時間

改正内容(図)
１年以上
19歳

特別な教習

特別な教習（特例教習課程） 若年運転者講習

若年運転者期間

普通免許等
を取得

大型免許等
を取得

18歳 20歳 21歳

安　全　対　策

※１

※２

令和4年5月13日施行の改正道路交通法施行令による
自動車の積載の制限が緩和されました

道路交通法施行令第22条に規定されている、自動車の積載物の大きさや積載の方法についての制限が緩和され、令和４年
5月13日より施行されています。

積載物の大きさや積載の方法について緩和

自動車の幅

改正前

長さ 幅 長さ 幅

改正後（令和４年５月13日～）

積
載
物
の
大
き
さ
制
限

積
載
の
方
法
の
制
限

イ
メ
ー
ジ

注①：上記の規定を超えた積載をして車両を運転する場合には、「制限外積載許可」が必要となります。
　　　（詳細は出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。）
注②：積載貨物状態で幅2.5mまたは長さ12mを超える場合、道路法及び車両制限令に基づき、
　　　「特殊車両通行許可」または「特殊車両通行確認」が必要となります。
※特殊車両通行制度については、「特車PRサイト（https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/）」をご覧ください

※大型・中型免許の受験資格で担保して
いる資質を特別な教習により年齢要件
が担保する「自己制御能力」及び経験
年数要件が担保する「危険予測・回避
能力」を養成

運転適性検査・指導については、
73C型による運転適性検査を行
うことが出来る運転適性指導員
が実施

◇大型免許は21歳、中型免許は20歳に達する
までの間（若年運転者期間）に、違反点数が
一定の基準　　に達した場合に該当する違反行
為を行った場合は、「若年運転者講習」の受講
を義務付け　
※１ 累積違反点数が３点以上（ただし、１回の違反で
３点となる場合を除く。）

※２ 受講しなかった場合および受講後に再び基準に該
当する違反行為を行った場合は、特例を受けて取
得した免許の取り消し

自動車の長さにその
長さの10分の1の
長さを加えたもの

自動車の車体の前後
から自動車の長さの
10分の1の長さを
超えてはみ出さない
こと

自動車の車体の左右
からはみ出さないこ
と

自動車の長さにその
長さの10分の２の
長さを加えたもの

自動車の幅にその幅
の10分の２の幅を
加えたもの

自動車の車体の左右
から、自動車の幅の
10分の1の幅を超
えてははみ出さない
こと

自動車の車体の前後
から自動車の長さの
10分の1の長さを
超えてはみ出さない
こと

特車PRサイト

積載物 積載物
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令和4年5月13日施行の改正道路交通法による

改正前 改正後（令和４年５月13日～）

受験資格が得られる特別な教習を修了し、普通免許等の保有が１年以上あれば、19歳以上でも大型・中型免許が取得でき
るようになりました。

19歳から大型免許等の取得が可能に

「大型・中型免許取得の受験資格」が変わりました
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格

補
足 第二種免許取得者、自衛官等の受験資格の特例あり

〇大型免許
　…21歳以上かつ
　　普通免許等保有３年以上
〇中型免許
　…20歳以上かつ
　　普通免許等保有２年以上

〇特別な教習を修了した者
　19歳以上かつ普通免許等保有１年以上

免許取得前後の「安全対策」を整備

免許取得後免許取得前

内

　容

◇教習内容
　・技能録画（実車）
　・性格と運転の概要（座学)
　・運転適性検査の結果・録画映像に基づく
　　個別的指導（座学・実車）
　・危険予測・回避能力の養成に資する指導
　　（座学・実車）
◇時限数…36時限以上（適性・技能）
◇指導員…

◇講習時間…９時間

改正内容(図)
１年以上
19歳

特別な教習

特別な教習（特例教習課程） 若年運転者講習

若年運転者期間

普通免許等
を取得

大型免許等
を取得

18歳 20歳 21歳

安　全　対　策

※１

※２

令和4年5月13日施行の改正道路交通法施行令による
自動車の積載の制限が緩和されました

道路交通法施行令第22条に規定されている、自動車の積載物の大きさや積載の方法についての制限が緩和され、令和４年
5月13日より施行されています。

積載物の大きさや積載の方法について緩和

自動車の幅

改正前

長さ 幅 長さ 幅

改正後（令和４年５月13日～）

積
載
物
の
大
き
さ
制
限

積
載
の
方
法
の
制
限

イ
メ
ー
ジ

注①：上記の規定を超えた積載をして車両を運転する場合には、「制限外積載許可」が必要となります。
　　　（詳細は出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。）
注②：積載貨物状態で幅2.5mまたは長さ12mを超える場合、道路法及び車両制限令に基づき、
　　　「特殊車両通行許可」または「特殊車両通行確認」が必要となります。
※特殊車両通行制度については、「特車PRサイト（https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/）」をご覧ください

※大型・中型免許の受験資格で担保して
いる資質を特別な教習により年齢要件
が担保する「自己制御能力」及び経験
年数要件が担保する「危険予測・回避
能力」を養成

運転適性検査・指導については、
73C型による運転適性検査を行
うことが出来る運転適性指導員
が実施

◇大型免許は21歳、中型免許は20歳に達する
までの間（若年運転者期間）に、違反点数が
一定の基準　　に達した場合に該当する違反行
為を行った場合は、「若年運転者講習」の受講
を義務付け　
※１ 累積違反点数が３点以上（ただし、１回の違反で
３点となる場合を除く。）

※２ 受講しなかった場合および受講後に再び基準に該
当する違反行為を行った場合は、特例を受けて取
得した免許の取り消し

自動車の長さにその
長さの10分の1の
長さを加えたもの

自動車の車体の前後
から自動車の長さの
10分の1の長さを
超えてはみ出さない
こと

自動車の車体の左右
からはみ出さないこ
と
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長さの10分の２の
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自動車の幅にその幅
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加えたもの
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10分の1の幅を超
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適正化事業実施機関の巡回指導で
悪質な違反は運輸支局へ速報
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適正化事業実施機関の巡回指導で
悪質な違反は運輸支局へ速報
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※Ｅ評価とは巡回指導の調査結果で、「適」の占める割合が60％未満の判定のことをいう。
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※Ｅ評価とは巡回指導の調査結果で、「適」の占める割合が60％未満の判定のことをいう。
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○巡回指導におけるワースト項目 （過去3年間／2019年4月～2022年３月）
　巡回指導を実施した結果、「適」と評価できなかった項目については、下表のとおりでありますので、留意して
ください。

運輸安全マネジメントの適切な実施
特定運転者（初任/高齢/事故惹起者）への特別指導
乗務員への指導監督
運行指示書の作成・指示・携行・保存
事業及び実績報告書の提出（本社巡回限定）
運行記録計による記録・保存・活用
過労防止に配慮した適正な拘束時間管理等
点呼の実施・記録・保存
運行管理者の講習受講
特定運転者（初任/高齢/事故惹起者）の適性診断受診

順位 指導事項 指導
件数

（否）
件数

（否）
件％

1
２
３
４
５
６
７
８
９
10

1,193
851

1,193
294
827

1,013
1,206
1,199
1,109
864

519
331
336
78

213
229
268
245
199
153

43.5％
38.9％
28.2％
26.5％
25.8％
22.6％
22.2％
20.4％
17.9％
17.7％

MEMO







休憩（睡眠）時間帯
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［URL］ https://www.kyotruck.or.jp
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